
議案第1i3号

専決処分について

次の事件は、その処理に急を要したため、地方自治法(昭和22年法律第67号)

第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規

定によりこれを報告し、承認を求める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

専決第10号令和6年度長岡市一般会計補正予算
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専決第10号

専決処分書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第i項の規定により、次のとおり専

決処分する。

令和6年10月9日

長岡市長 磯田達伸

令和6年度長岡市一般会計補正予算
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議案第1i7号

長岡市市税条例の一部改正について

長岡市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

提案理由

地方税法等の一部改正及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律に基

づくマンション管理適正化推進計画の策定に伴い、所要の改正を行うもの
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長岡市市税条例の一部を改正する条例

長岡市市税条例(昭和29年長岡市告示第5i号)の一部を次のように改正する。

次の表の改元前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記され

ている場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改め、改

正前部分に字句が記されず、改正後部分に字句が記されている場合は当該改正後

部分に記された字句を当該記載の箇所に加えるものとする。

改正後

第60条法第348条第2項第9号、第9

号の2若しくは第!2号の固定資産又

は第16号の固定資産(独立行政法人労

働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。)について同項

本文の規定の適用を受けようとする

者は、土地については第1号及び第2

号に、家屋については第3号及び第4

号に、償却資産については第5号及び

第6号に掲げる事項を記載した規則

で定める様式による申告書を、当該土

地、家屋又は償却資産が学校法人若し

くは私立学校法(昭和24年法律第270

号)第152条第5項の法人、公益社団法

人若しくは公益財団法人、宗教法人若

しくは社会福祉法人で幼稚園を設置

するもの、医療法(昭和23年法律第205

号)第31条の公的医療機関の開設者、

令第49条の10第i項に規定する医療

法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人、一般社団法人(非営利型法人(法

改正前

第60条法第348条第2項第9号、第9

号の2若しくは第12号の固定資産又

は第16号の固定資産(独立行政法人労

働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。)について同項

本文の規定の適用を受けようとする

者は、土地については第1号及び第2

号に、家屋については第3号及び第4

号に、償却資産については第5号及び

第6号に掲げる事項を記載した規則

で定める様式による申告書を、当該土

地、家屋又は償却資産が学校法人若し

くは私立学校法(昭和24年法律第270

号)第64条第4項の法人、公益社団法

人若しくは公益財団法人、宗教法人若

しくは社会福祉法人で幼稚園を設置

するもの、医療法(昭和23年法律第205

号)第31条の公的医療機関の開設者、

令第49条の10第1項に規定する医療

法人、公益社団法人若しくは公益財団

法人、一般社団法人(非営利型法人(法
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人税法第2条第9号の2に規定する

非営利型法人をいう。以下この条にお

いて同じ。)に該当するものに限る。)

若しくは一般財団法人(非営利型法人

に該当するものに限る。)、社会福祉

法人、独立行政法人労働者健康安全機

構、健康保険組合若しくは健康保険組

合連合会若しくは国家公務員共済組

合若しくは国家公務員共済組合連合

会で看護師、准看護師、歯科衛生士、

歯科技工士、助産師、臨床検査技師、

理学療法士若しくは作業療法士の養

成所を設置するもの、公益社団法人若

しくは公益財団法人で図書館を設置

するもの、公益社団法人若しくは公益

財団法人若しくは宗教法人で博物館

法(昭和26年法律第285号)第2条第i

項の博物館を設置するもの又は公益

社団法人若しくは公益財団法人で学

術の研究を目的とするもの(以下この

条において「学校法人等」という。)

の所有に属しないものである場合に

おいては当該土地、家屋又は償却資産

を当該学校法人等に無料で使用させ

ていることを証明する書面を添付し

て、市長に提出しなければならない。

(1)～(6)(田各)

(特別土地保有税の減免)

第134条の!2(略)

2(略)

3前項の規定にかかわらず、市長は、

特別土地保有税を減免すべき事由が

人税法第2条第9号の2に規定する

非営利型法人をいう。以下この条にお

いて同じ。)に該当するものに限る。)

若しくは一般財団法人(非営利型法人

に該当するものに限る。)、社会福祉

法人、独立行政法人労働者健康安全機

構、健康保険組合若しくは健康保険組

合連合会若しくは国家公務員共済組

合若しくは国家公務員共済組合連合

会で看護師、准看護師、歯科衛生士、

歯科技工士、助産師、臨床検査技師、

理学療法士若しくは作業療法士の養

成所を設置するもの、公益社団法人若

しくは公益財団法人で図書館を設置

するもの、公益社団法人若しくは公益

財団法人若しくは宗教法人で博物館

法(昭和26年法律第285号)第2条第1

項の博物館を設置するもの又は公益

社団法人若しくは公益財団法人で学

術の研究を目的とするもの(以下この

条において「学校法人等」という。)

の所有に属しないものである場合に

おいては当該土地、家屋又は償却資産

を当該学校法人等に無料で使用させ

ていることを証明する書面を添付し

て、市長に提出しなければならない。

(1)～(6)(田各)

(特別土地保有税の減免)

第1謎条の12(略)

2(略)
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あることが明らかであると認められ

るときは、納税義務者からの申請を

待たないで、職権により減免するこ

とができる。

4(略)

附則

(法附則第15条第2項第1号等の条

例で定める割合)

第14条の2(略)

2～14(略)

15法附則第15条の9の3第1項に規

定する条例で定める割合は、3分の

1とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の

減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告)

第14条の3(略)

2～8(略)

9法附則第15条の9の3第1項に規

定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該

特定マンションに係る同項に規定す

る工事が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告

書に法施行規則附則第7条第17項各

号に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号(個

人番号又は法人番号を有しない者

3(略)

附則

(法附則第15条第2項第1号等の条

例で定める割合)

第14条の2(略)

2～14(略)

(新築住宅等に対する固定資産税の

減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告)

第14条の3(略)

2～8(略)
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  にあっては、住所及び氏名又は名

  称)(2)家屋の所在、家屋番号、種類及

  び床面積(3)家屋の建築年月日及び登記年

  月日(4)当該工事が完了した年月日(5)当該工事が完了した日から3月
  を経過した後に申告書を提出する

  場合には、3月以内に提出するこ

  とができなかった理由坦(略)皇(略)
附則

この条例は、令和7年!月!日から施行する。ただし、第60条の改正規定は、

同年4月1日から施行する。

7



議案第1i8号

長岡市手数料条例の一部改正について

長岡市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

提案理由

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの
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長岡市手数料条例の一部を改正する条例

長岡市手数料条例(平成12年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改元前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記されて

いる場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改め、改正

前部分に字句が記されず、改正後部分に字句が記されている場合は当該改正後部

分に記された字句を当該記載の箇所に加え、改正前部分に字句が記され、改正後

部分に字句が記されていない場合は当該改正前部分に記された字句を削り、次の

表の改正後の欄中の表の実線で記された罫線に対応する次の表の改正前の欄中の

表の罫線が破線で記されている場合は当該罫線を加えるものとし、次の表の改正

前の欄中の表の実線で記された罫線に対応する次の表の改正後の欄中の表の罫線

が破線で記されている場合は当該罫線を削るものとする。

  改正後改正前

  (手数料の減免)(手数料の減免)

  第3条(略)第3条(略)

  2市長は、手数料を納付すべき者が2市長は、手数料を納付すべき者が

  次の各号に該当する場合は、当該各次の各号に該当する場合は、当該各

  号に定める手数料を免除することが号に定める手数料を免除することが

  できる。できる。

  (1)(略)(1)(略)

  (2)災害救助法(昭和22年法律第(2)災害救助法(昭和22年法律第

  118号)の規定に基づき救助を受け118号)の規定に基づき救助を受け

  た者である場合別表の9の表かた者である場合別表の9の表、
  一一

  ら10の表までの各表に定め9の2の表及び9の3の表に定め

  る手数料る手数料

  3市長は、次のいずれかに該当する3市長は、次のいずれかに該当する

  場合は、別表の9の表から9の5の場合は、別表の9の表、9の2の表

  表までの各表及び10の6の表に定め及び9の3の表に定め

  る手数料について、これらの表に定る手数料について、同表に定

  める額に10分の5を乗じて得た額にめる額に10分の5を乗じて得た額に
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相当する額を減額することができ

 る。

(1)～(4)(田各)

4～7(略〉

別表(第2条関係)

!～8(略)

9建築基準法(以下この表におい

て「法」という。)に規定する確認

申請関係

区分

建
物

新
増

又
改

す
場

次
に

げ
場
を

)
(

ヤ
ヤ
の

築
を

築
築

は
築

る
合

号
掏

る
合
除
く

ア法
6
第

項
法

8
7
第

項
お

て
用

る
合
含

)
規

に
る
築

の
認
請

の

第
条
!
(
第
条
1
に
い
準
ず
場
を

む
の
定
よ

建
物
確
申

1

当該新築、

増築又は

改築に係

る部分の

床面積の

合計

確
の
例
確
の

平
メ
ト
以

3
0
方
一
ル
内

確認

 の特

確認

 の特

金額

1件につ

き8,000

円

1件につ

き12,000

例以

円

外

確
の
例
確
の
例
外

平
メ
ト

超
0
方

一
ル

内
3
0
方

}
ル

⑳
平
メ

ト
以

確認

 の特

確認

 の特

1件につ

き15,000

円

1件につ

き22,000

例以

円

相当する額を減額することができ

 る。

(1)～(4)(田各)

4～7(略)

別表(第2条関係)

1～8(略)

9建築基準法(以下この表におい

て「法」という。)に規定する確認

申請関係

    区分金額   
 

当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計

    30平i

  
  

ア建築物を新築、増築、又は改築する場合(次号に掲げる場合を除く。):方メi1件につき8,000円

    :一トiル以:1F…一1……一……一一
    ii内ii

 
   

i法第6条第!項(法第87条第1工百.ノ、において準用する場合を含む。)の規定による建築物の確認申請iiiiii≒i

    30平ii1件につ::方メ:iきi15,000:1一ト:i円に…+一一一一一一一…ル超i
    !ooi…   

 
i:平方:i:iメーii:一トルii:i以内ii11
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(次項に掲げる場合を除く。)又は

法第

娼条

第2

項(法

第87

条第

!項

にお

いて

準用

する

場合

 を含

む。)

 の規

 定に

よる

建築

 物の

計画

通知

(次

 項に

 掲げ

   ioO確認1件につ

   平方の特き21,000

   メー例円

   トル

   超確認1件につ

   200の特き33,000

   平方例以円

   メー外

   トル

   以内

   200平方メ1件につ

   一トル超き44,000

   500平方メ円

   一トル以

 
  

内
   500平方メ(略)

   一トル超

   i,000平方

   メートル

   以内

   i,000平方(略)

   メートル

   超2,000平

   方メート

   ル以内

   2,000平方(略)

   メートル

   超10,000

   平方メー

   トル以内

   io,000平(略)

   方メート

(次

 項に

 掲げ

 る場

 合を

除

く。)

11

  1ooi

  :平方i1件につき21,000円 
 

iメー:「トル:弘
  超i「

  :200:

  1平方i 
 

iメーi一トルi:以内i]

  1件につき32,000

 
 

200平方メートル超500平方メートル以内円  
 

500平方メートル超1,000平方メートル以内(略) 
 

1,000平方メートル超2,000平方メートル以内(略) 
 

2,000平方メートル超10,000平方メートル以内(略)

  !0,000平方メート(略)



        る場

        合をル超50,000平方メートル以内ル超50,000平方メートル以内
        一        塗く。)(略)(略)

        に対する審査50,000平方メートル超に対する審査50,000平方メートル超
        イ～エ(略)イ～エ(略)

        法第る計

        狢条画

        第2

        項の

        規定

        によ

        る建

        築物

        の計

        画通

        知に一法第87条に一法第87条
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の4

 の昇

降機

 に係

 る部

 分が

 含ま

れる

場合

 の確

認申

 請に

 対す

 る審

査

(略)

法
8
7
の

に
い

準
ず

法
6
第
項

規
に

る
築

備
確

第
条

4
お

て
用

る
第

条
1
の
定

よ
建
設
の

3

4
昇

機
係

部
が

ま
る

合

の
の
降
に
る
分
含
れ
場

_に

 対す

 る審

査

(略)

法
8
7
の

に
い

準
ず
法

6
第

項
規

に
る

築
備

確

第
条

4
お

て
用
る

第
条
1
の
定

よ
建
設

の
3
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    認申認申

    請又∈…虫西目

    は法

    第87

    条の

    4に

    おい

    て準

    用す

    る法

    第18

    条第

    2項

    の規

    定に

    よる

    建築

    設備

    の計

    画通

    知にに

    対す対す

    る審る審

    査査

    4法(略)4法(略)

    第88第88

    条第条第

    1項1項

    又は又は

    第2第2

    項に項に

    おいおい

14



 
         

準ず法6第項規にる作の認請て用る第条1の定よ工物確申

15

    
   

  
2にい準ず法18第項規にる作のの定よ工物計



  画通 
 

知に対する審査

  備考!この表において、「確認の特
  例」とは、建築基準法施行令第

  10条第1号、第3号及び第4号

  に掲げる建築物であることをい

  う。2三の申請において、確認の特
  例以外の建築物のほかに、確認

  の特例の建築物を含む計画の場

  合は、それぞれの建築物の床面

  積を合計し、確認の特例以外に

  定める床面積の区分に応じた金

  額とする。3表の!の項のアにおいて、建
  築物のエネルギー消費性能の向

  上等に関する法律(平成27年法

  律第53号)に規定する同法第11

  条第1項ただし書及び第12条第

  2項ただし書の国土交通省令で

  定める特定建築行為のうち、建

  築物のエネルギー消費性能の向

  上等に関する法律施行規則(平

  成28年国土交通省令第5号第

  2条第1項第1号に規定する住

  宅にあっては、9の2の表の各

  項に掲げる床面積の合計に応じ

  た金額を加算するものとする。

に
す

春

材
る

査
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9の2建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第11条第

1項ただし書及び第12条第2項た

だし書の国土交通省令で定める特

定建築行為のうち、建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する

法律施行規則第2条第!項第1号

の規定による住宅関係

   用途床面積の合金額

   童

   1一戸建200平方メー1件につき

   ての住宅トル未満18,000円

   (人の居200平方メー1件につき

   住の用以トル以上20,000円

   外の用途

   に供する

   部分を有

   しないも

   のに限

   る。)

   2共同住300平方メー!件につき

   宅等(共同トル未満33,000円

   住宅、長屋300平方メー1件につき

   その他一トル以上2,055,000円

   戸建ての00平方メー

   住宅以外トル未満

   の住宅を2000平方メ1件につき

   いう。)一トル以上95,000円

   5000平方メ

   一トル未満

   5,000平方メ!件につき

   一トル以上142000円

1一』』』田田一一一-

1

』』』』一一一一1--』』』』田田一一一一一』』』田田←一一一一』』』田田一一-一一』』一→

1卜

 一L

I一一一昌昌昌一一一一一一一昌昌昌一巴r一一一一昌昌一一巴一一一一一昌昌一、

II

lI卜
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9の3建築基準法(以下この表に

おいて「法」という。)に規定する

中間検査関係

金額

9の2建築基準法(以下この表に

おいて「法」という。)に規定する

中間検査関係

区分

1法第

7条の

3第1

項の規

定によ

る中間

検査申

請又は

法第18

条第28

項の規

定によ

る特定

工程工

事終了

通知に

対する

検査

(略)

区分 金額

i法第

7条の

3第1

項の規

定によ

る中間

検査の

申請

に
る す

査
対

審

(略)

9の4建築基準法(以下この表に

おいて「法」という。)に規定する

完了検査関係

9の3建築基準法(以下この表に

おいて「法」という。)に規定する

完了検査関係

        区分金額区分金額

        1法第7条第1項の規定にア法第7条の3第1項又は当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積のi法第7条第1項の規定による建ア法第7条の3第1項当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の
        よる建法第!8

18



築物の完了検査申請(次項に掲げる場合を除く。)又は法

第18条

第20項

の規定

による

工事完

了通知

(次項

に掲げ

る場合

 を除く。)に対する検査

条第28

項の特

定工程

に係る

建築物

の新築、

増築又

は改築

をした

場合

合計

平
メ
ト
以

3
0
方

一
ル

内

検査

 の特

例

検査

 の特

例以

事夕
検

の
例

検
の

例
外

平
メ

ト
超

O
方

一
ル

内
3
0
方
一

ル
ー

0
平

メ
ト

以

検査

 の特

例

検査

 の特

例以

検
の

例
検

の
例

外

O
方

一
ル
O
方

一
ル
内

1
0
平
メ
ト
超
2
0
平
メ

ト
以

査
特

検
の

例

検査

 の特

例以

200平方メ

ートル超

500平方メ

ートル以

1件に

つき

13,000

円

1件に

つき

17,000

円一

1件に

つき

16,000
円

!件に

つき

22,000

 円
【

1件に

つき

21,000

円

!件に

つき

30000

円

1件に

つき

劃

円一

築物の

完了検

査申請

(次項

に掲げ

る場合

 を除

く。)
に

対する

審査

 の特

定工程

に係る

建築物

の新築、

増築又

は改築

をした

場合

合計

平
メ
ト
以

3
0
方

一
ル

内

/
1件に

つき

13,000

円

30平::1件に

方メiiつき

一トii16,000

ル超ii円

100ii

r闇闇冊r需一

方
一

ル
内

平
メ

ト
以

looiilf牛に

ヨ
 

平方::つき

メーii2i,000

トルii円

超::

200i
:一一一一「

平方ii

メー::

トルi

以内i

200平方メ

ートル超

500平方メ

ートル以 円

1件に

つき

30,000

19



イア以

外の建

築物の

新築、増

築又は

改築を

した場

合

内

500平方メ

ートル超

1,000平方

メートル

以内

1,000平方

メートル

超2,000平

方メート

ル以内

2,000平方

メートル

超10,000

平方メー

トル以内

10,000平

方メート

ル超50,00

0平方メー

トル以内

50,000平

方メート

 ル超

平
メ
ト
以

3
0
方

一
ル

内

検査

 の特

例

検査

 の特

例以

事夕

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

1件に

つき

14,000

円

!件に

つき

18,000

円一

20

イア以

外の建

築物の

新築、増

築又は

改築を

した場

合

内

500平方メ

ートル超

1,000平方

メートル

以内

1,000平方

メートル

超2,000平

方メート

ル以内

2,000平方

メートル

超10,000

平方メー

トル以内

10,000平

方メート

ル超50,00

0平方メー

トル以内

50,000平

方メート

 ル超

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

30平i!件に

方メiつき

一トi14,000
「

 ル以i円

 内i

一 一



検
の
例
検
の
例
外

平
メ

ト
超

0
方

一
ル

内
3
0
方

一
ル

ー
0
平

メ
ト

以

検査

 の特

例

検査

 の特

例以

検
の

例
検

の
例

外

0
方
}
ル

O
方

一
ル

内
1
0
平
メ
ト
超
2
0
平
メ
ト
以

査
特

検
の

例
検査

 の特

例以

200平方メ

ートル超

500平方メ

ートル以

内

500平方メ

ートル超

1,000平方

メートル

以内

1,000平方

メートル

超2,000平

1件に

つき

17,000

円

1件に

つき

23,000

円一

1件に

つき

23,000

円

1件に

つき

32000

 円㎜

1件に

つき

2,000

 円【

(略)

(略)
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  :30平1::1件に

  :方メi:一トi:iつき:i17,000
  「:

  ル超ii円
  i_,.i_._,_

  100::i

  平方iii

  iメー:iトル1iii
  i_以内ii-i
  ilOOli1件に
  :平方1::つき
  iメー::i23,000

  「:

  トルii円
  卜…十……一

  超1:

  :200iii
  酢平方iii
  :メー1i

  旨一 
 

トルi:以内i
 
 
E

  200平方メ1件に

  一トル超つき

  500平方メ32,000

  一トル以円

 
 

内

  500平方メ(略)

  一トル超

  1,000平方

  メートル

  以内

  1,000平方(略)

  メートル

  超2,000平



ト}
内

 メ
以

 方
ル

2,000平方

メートル

超10,000

平方メー

トル以内

10,000平

方メート

ル超50,00

0平方メー

トル以内

50,000平

方メート

 ル超

ウ建築物の移転、

大規模の修繕又は

大規模の模様替を

した場合

2法第7条第!項の規定に

よる建築物の完了検査申請

又は法第18条第20項の規定

による工事完了通知に法第

87条の4の昇降機に係る部

分が含まれる場合

に対する検査

3法第87条の4において準

用する法第7条第1項の規

定による建築設備の完了検

査申請又は法弟!8条第20項

の規定による工事完了通知

に対する検査

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

方メート

ル以内

2,000平方

メートル

超10,000

平方メー

トル以内

10,000平

方メート

ル超50,00

0平方メー

トル以内

50,000平

方メート

 ル超

ウ建築物の移転、

大規模の修繕又は

大規模の模様替を

した場合

2法第7条第!項の規定に

よる建築物の完了検査申請

に係る工事

に法第

87条の4の昇降機に係る部

分が含まれる場合の完了検

査申請に対する審査

3法第87条の4において準

用する法第7条第1項の規

定による建築設備の完了検

査申請

に対する審査

(略)

(略)

(略〉

(略)

(略)

(略)
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  4法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項の規定による工作物の完了検査申請又は法第(略)
  18条第20項の規定による工

  事完了通知に対する検査

  備考1この表において、「検査の特
  例」とは、建築基準法施行令第

  10条第1号、第3号及び第4号

  に掲げる建築物であることをい

  う。21の申請において、検査の特
  例以外の建築物のほかに、検査

  の特例の建築物を含む計画の場

  合は、それぞれの建築物の床面

  積を合計し、検査の特例以外に

  定める床面積の区分に応じた金

  額とする。3表の1の項のア又はイにおい
  て、建築物のエネルギー消費性

  能の向上等に関する法律第10条

  第1項の規定による建築物(法

  第6条の4第1項第3号に掲げ

  る建築物を除く。)にあっては、

  9の5の表の各項に掲げる床面

  積の合計に応じた金額を加算す

  るものとする。

9の5建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第10条第

1項の規定による建築物(法第6

条の4第1項第3号に掲げる建築

4法第88条第1項又は第2

項において準用する法第7

条第1項の規定による工作

物の完了検査申請

に対する審査

(略)
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一

    用途床面積の合金額

    乱

    1アー一200平方メー1件につき

    住宅戸建トル未満11,000円

    部分ての200平方メー1件につき

    住室トル以上12,000円

    (人

    の居

    住の

    用以

    外の

    用途

    に供

    する

    部分

    を有

    しな

    いも

    のに

  
  

量る。)

    イ共300平方メー1件につき

    「司住トル未満24000円

    宅等300平方メー1件につき

    (共トル以上2,04,000円

    同住00平方メー

    宅、トル未満

    長屋2000平方メ1件につき

    その一トル以上81,000円

    他一5,000平方メ

    戸建一トル未満

IIIE

一

1
I

I
I

臨一一一一一一一一一一一「

I
I

E

 I卜

[

1卜

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一昌一一一一、

[
E

一一

1一一一一一一一一一一一一一一一一一一「一一一一一一一一一一一一層一一一一「
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    ての5,000平方メ1件につき

    住宅一トル以上128,000円

    以外

    の住

    宅を

  
  

沿う。)

    2アエ300平方メー1件につき

    非住場等トル未満24,000円

    宅部以外300平方メー1件につき

    分トル以上lO34000円

    00平方メー

    トル未満

    1,000平方メ1件につき

    一トル以上8,000円

    2,000平方メ

    一トル未満

    2,000平方メ1件につき

    一トル以上103,000円

    5,000平方メ

    一トル未満

    5,000平方メ1件につき

    一トル以上150000円

    10,000平方

    メートル未

    満

    10,000平方!件につき

    メートル以186,000円

    上25,000平

    方メートル

    未満

    25,000平方1件につき

lI

lI

I_一一_一一__一一_一一_一一_一』一_一一_一一_一一一一一一一一一」

lI

」
]昌昌昌一一一

1
一
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    メートル以226,000円

    上

    イエ300平方メー1件につき

    場等トル未満9,000円

    300平方メー1件につき

    トル以上1,015,000円

    00平方メー

    トル未満

    1000平方メ1件につき

    一トル以上24,000円

    2,000平方メ

    一トル未満

    2,000平方メ1件につき

    一トル以上72,000円

    5,000平方メ

    一トル未満

    5,000平方メ!件につき

    一トル以上113,000円

    10,000平方

    メートル未

    満

    10,000平方工件につき

    メートル以143,000円

    上25000平

    方メートル

    未満

    25,000平方1件につき

    メートル以178,000円

    上

    備考この表において、「工場等」と
    は、建築基準法上の用途が工場(自

26
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1棒棚田一一艸艸艸輔棒棒棚田一一艸艸輔L棒棒棚田一一艸艸輔棒棒栩相田一一艸J

lI

II

lI
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動車修理工場を含む。)、危険物の

貯蔵又は処理に供するもの、水産

物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、

卸売市場、火葬場又はと畜場、汚

物処理場及びごみ焼却場その他の

処理施設をいう。

10建築基準法(以下この表におい

て「法」という。)に規定する認定

及び許可申請関係

区分

1法第7条の6第1項第

1号若しくは第2号又は

法第18条第38項第1号若

しくは第2号(法第87条

の4並びに第88条第1項

及び第2項において準用

する場合を含む。)の規定

による仮使用の認定申請

(検査済証の交付を受け

る前における建築物等の

仮使用認定申請)に対す

る審査

金額

(略)

(略)

23法第68条の5の3第2

項の規定による許可申請

(高度利用地区型地区計

画等の区域内における建

築物の各部分の高さの許

可申請)に対する審査

(略)

(略)

10の2～10の5(略)

10建築基準法(以下この表におい

て「法」という。)に規定する認定

及び許可申請関係

区分

i法第7条の6第!項第

1号及び第2号

(法第87条

の4並びに第88条第1項

及び第2項において準用

する場合を含む。)の規定

による仮使用の認定申請

(検査済証の交付を受け

る前における建築物等の

仮使用認定申請)に対す

る審査

金額

(略)

(略)

23法第68条の5の2第2

項の規定による許可申請

(高度利用地区型地区計

画等の区域内における建

築物の各部分の高さの許

可申請)に対する審査

(略)

(略)

10の2～ioの5(略)
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10の6建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律(

以下この表におい

て「法」という。)に規定する適合

性判定関係

10の6建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律(平成27

年法律第53号。以下この表におい

て「法」という。)に規定する適合

性判定関係

      区分金額区分金額

      ア法第32条(1)非住宅部ア法第37条

      1法第11分(建築物工i法第12
      条第ネルギー消条第

      1項曹性能基準1項      に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3等を定めるに規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法一第34条第3      又は法第省令(平成28又は法第
      12条年経済産業13条

      第2項各号に掲省・国土交通第2項各号に掲

      工百の一省令第三号。項の

      以下この表一
      において「基

      準省令」とい

      う。)第i条

      第2項に規

      定する住宅

  
   

 
げる事項が記載されている場合における同項に規定する他の建築物(以下この表において「認定建築物消費性能向上計画に係る他の建築物」という。)の場合部分以外のげる事項が記載されている場合における同項に規定する他の建築物(以下この表において「認定建築物消費性能向上計画に係る他の建築物」という。)の場合であって建       建築物の部

 
   

  
規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物消費性能基準に適分をいう。以規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物消費性能基準に適

      下この表に

      おいて同

      じ。の場合

      は、次の(ア)次の(!)か

      一から(キ)ま㎜ら(6)まで
      築物エネルに掲げる一

      でに掲げる一非住宅部分ギー消費性
      の床面積の能基準等を床面積の一
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す
か

う
の

定

合
る

ど
か

判

区分に応じ、当該(ア)か
ら(キ)まで

に定める額(ア)300
平方メー

トル未満

1件につ

き10000

旦(イ)(略)
(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(キ)(略)

(2)住宅部分

基準省令

第1条第2

項に規定す

る住宅部分

をいう。以下

この表にお

いて同じ。)

の場合は、次

の(ア)から

(オ)までに

掲げる住宅

部分の用途

及び床面積

の区分に応

じ、当該(ア)

す
か

う
の

走

禽
る

ど
か

判

定める省令

(平成28年

経済産業

省・国土交通

省令第i号。

以下この表

において「基

準省令」とい

壷

第1項第1

号に適合す

るかどうか

の判定を行

う場合

  区分1当該(一(6)ま
  に定潔

          (1)一
  (2)

  (3)

  (4)

 
 

(5

  (6)

                                

区分に応じ、

当該(1)から

に定める額

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

29



からオま

でに定める

麺(ア)一戸
建ての住

宅(人の居

住の用以

外の用途

に供する

部分を有

しないも

のに限る。

以下この

表において同じ。)
1件に

つき5,800

旦(イ〉共同
住宅等(共

同住宅、長

屋その他

一戸建て

の住宅以

外の住宅

をいう。以

下この表

において

同じ。)で

300平方メ

ートル未

満1件

30

一



イ

その

 他の

a非住

宅部

 分に

幽

OOO円

(ウ)共同

住宅等で

300平方メ

ートル以

上2,000平

方メート

ル未満

i件に

つき22,40

廻

(エ)共同

住宅等で

2000平方

メートル

以上5,000

平方メー

トル未満

i件に

つき44,60

咀

(オ)共同

住宅等で

5,000平方

メートル

以上1

件につき

76,400円

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

31

イ

その

 他の

a

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区



 △
・場

い
基
省
第
条
1
第
号
の
準
以
こ
表
お
て
標
入
法
に
る
」
い
)
適

す
か

う
の

定
行

場
 準

・
つ
て
準
令
1
第
項
ー
イ
基
(
下
の
に
い
「
準
力
等
よ
基
と
う
に
合
る
ど
か
判
を
う
合

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場、危険

物の貯蔵又

は処理に供

するもの、水

産物の増殖

場若しくは

養殖場、倉

庫、卸売市

場、火葬場又

はと畜場、汚

物処理場及

びごみ焼却

場その他の

処理施設(以

下この表に

おいて「工場

等」という。)

以外の場合

は、次の(ア)

から(キ)ま

でに掲げる

床面積の区

 分に応じ、当

該(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)300

32

 △
・場

基
省
第
条
-
第
号
の
準
以
こ
表
お
て
標
入
法
に
る
」
い
)
適
す

か
う
の
定
行

場
 準

。
準
令
-
第
項
ー
イ
基
(
下
の
に
い
「
準
力
等
よ
基
と
う
に
合
る
ど
か

判
を
う

合

分に応じ、当該

各号に定める

額
(1)建築基準

法上の用途

が工場、危険

物の貯蔵又

は処理に供

するもの、水

産物の増殖

場若しくは

養殖場、倉

庫、卸売市

場、火葬場又

はと畜場、汚

物処理場及

びごみ焼却

場その他の

処理施設(以

下この表に

おいて「工場

等」という。)

以外の場合

は、次の(ア)

から(カ)ま

でに掲げる

床面積の区

 分に応じ、当

該(ア)から

(カ)までに

定める額



(2)

平方メー

トル未満

1件に

つき211,800円(イ)(略)(ウ)(略)(エ)(略)(オ)(略)(カ)(略)(キ)(略)2)建築基準法上の用途が工場等のみの場合は、一次の(ア)から(キ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額(ア)300

平方メー

トル未満

1件につ

き29,700円(イ)(略)(ウ)(略)(エ)(略)(オ)(略)(カ)(略)

33

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等

の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)



非住

宅部

 分に

い
基
省
第
条
1
第
号
の
準
以
こ
表
お
て
モ
ル
物
に
る
」
い
)
適
す

か
う

の

っ
て

『
令

-第
項

言
基
一
下
の
に
い
-デ

建
法

よ
雑
と
、

ゑ
合
る
ど

か

(キ)(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら(キ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)300

平方メー

トル未満

1件につ

き86,800円

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(キ)(略)

(2)建築基準

法上の用途

34

基
省
第
条
1
第
号
の
準
以
こ
表
お
て
モ
ル
物
に
る
」
い
)
適
す
か

う
の

一

 準
。

準
令
-
第
項
ー
ロ
基
(
下
の
に
い
「
デ
建

法
よ

基
と

う
に
合

る
ど
か

(カ)(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

皇⊥(略)

(カ)(略)

(2)建築基準

法.ヒの用途



  判定を行う場ムロが工場等のみの場合は、一次の(ア)から(キ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額(ア)300
  平方メー

  トル未満

  1件につ

  遡  (イ)(略)(ウ)(略)(エ)(略)(オ)(略)(カ)(略)(キ)(略)

  c住宅次の各号に掲

  部分げる住宅部分

  につの用途及び床

  いて面積の区分に

  基準応じ、当該各号

  省令に定める額

  第1(1)一戸建て

  条第の住宅で200

  1項平方メート

  第2ル未満1

  号イ件につき33,

35

判定

 を行

 う場

△
口

昌昌昌一一一一一一一昌昌

が工場等

の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)



  i及300円

  び同(2)一戸建て

  号ロの住宅で200

  (i)の平方メート

  基準ル以上1

  (以件につき36,

  下こ800円

  の表(3)共同住宅

  にお等で300平方

  いてメートル未

  「標満1件に

  準計つき65,200

  算法

  によ巴(4)共同住宅
  る基等で300平方

  準」とメートル以

  上2,000平方

  hう。)メートル未
  に適満!件に

  合すつきIO6,100

  るか

  どう置(5)共同住宅
  かの等で2,000平

  判定方メートル

  を行以上5,000平

  う場方メートル

  盒未満1件

  につき1778

  00円⑥共同住宅
  等で5,000平

  方メートル

36
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  以上1件

  につき253,1

  00円

  d住宅次の各号に掲

  部分げる住宅部分

  につの用途及び床

  いて面積の区分に

  基準応じ、当該各号

  省令に定める額

  第1(1)'戸建て

  条第の住宅で200

  1項平方メート

  第2ル未満1

  号イ件につき25,

  (2)若500円

  しく(2)一戸建て

  は第の住宅で200

  10条平方メート

  第2ル以上1

  号イ件につき27

  (2)及900円

  び第(3)共同住宅

  1条等で300平方

  第1メートル未

  項第満1件に

  2号つき49,200

  ロ(1)

  又は置(4)共同住宅
  同号等で300平方

  イ(1)メートル以

  及び上2,000平方

  同号メートル未

37
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  ロ(2)満1件に

  若しつき80,000

  くは

  第10旦(5〉共同住宅
  条第等で2,000平

  2号方メートル

  ロ(2)以上5,000平

  の基方メートル

  準(以未満1件

  下こにっき136,3

  の表00円

  にお(6)共同住宅

  いて等で5,000平

  「仕方メートル

  様・計以上!件

  算併につき197,4

  用法00円

  によ

  る基

  準」と

 
 

込う。)

  に適

  合す

  るか

  どう

  かの

  判定

  を行

  う場

  金

  e住宅次の各号に掲

38
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  部分げる住宅部分

  につの用途及び床

  いて面積の区分に

  基準1、慈じ、当該各号

  省令に定める額

  第1(!)一戸建て

  条第の住宅で200

  1項平方メート

  第2ル未満1

  号イ件につき18

  (2)及000円

  び同(2)一戸建て

  号ロの住宅で200

  (2)又平方メート

  は第ル以上1

  10条件につき20,

  第2000円

  号イ(3)共同住宅

  (2)及等で300平方

  び同メートル未

  号ロ満1件に

  の基つき33,000

  準(以

  下こ旦(4)共同住宅
  の表等で300平方

  におメートル以

  いて上2000平方

  「仕メートル末

  様基満1件に

  準につき55,000

  よる

  基準」巴(5)共同住宅

39
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        とい等で2000平

        う。)方メートル

        に適以上5,000平

        合す方メートル

        るか未満1件

        どうにつき95,00

        かの0円

        判定(6)共同住宅

        を行等で5,000平

        う場方メートル

        金以上1件

        につき142,0一
        00円

        アー(i)非住宅部

        2法第11曇刃{a口、心、疋建築分の場合は、2法第12ア非一住宅
        条第次の(ア)か条第部分次の雌

        2項床ら(キ)まで2項の床(7)まで

        又は法第又は法第

               ∫百の一〕看の一

        (キ)までに定める額(ア)(略)までに定める額(1)(略)
        (イ)(略)(2)(略)               (エ)(略)4(略)

        (オ)(略)(5(略)

        (カ)(略)(6)(略)

        (キ)(略)(7)(略)

40



能
保
画
建
物
費
能
準
適
す
か
う
の

定

性
確
計
が
築
消
性
基
に
合
る
ど
か

判

(2)住宅部分

の場合は、次

の(ア)から

(オ)までに

掲げる住宅

部分の用途

及び増加を

しょうとす

る床面積の

区分に応じ、

当該(ア)か

ら(オ)まで

に定める額

(ア)一戸

建ての住

宅1件

につき5,8

00円(イ)共同
住宅等で

300平方メ

ートル未

満1件

につき10,

000円(ウ)共同
住宅等で

300平方メ

ートル以

上2,000平

方メート

ル未満

能
保
画
建
物
費
能
準
適
す
か
う
の

定

性
確
計
が
築
消
性
基
に
合
る
ど
か

判

41



(a)

韮
住

一
宅

;
墨
分
一
盈
2
い

一
て

一
標

準

そ
の

他
の

場
合

1件に

っき22,40

塑

(エ)共同

住宅等で

2,000平方

メートル

以上5,000

平方メー

トル未満

1件につ

き44,600

巴

(オ)共同

住宅等で

5,000平方

メートル

以上1

件につき

76,400円

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等の

みの場合は、

次の(ア)か

42

そ
の

他
の

場
合

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等

の場合は、

次の(ア)か

標
準

(a)



入
力

法
等

に
よ

る
基

準
に

適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行

う
場
合

(b)

非
住

宅

部

分

ら(キ)まで

に掲げる増

加をしょう

とする床面

積の区分に

応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)～(キ)

(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

43

入
力

法
等

に
よ

る
基

準
に

適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行

う
場
合

(b)

ら(キ)まで

に掲げる増

加をしょう

とする床面

積の区分に

応じ、当該

(ア)から

(キ〉までに

定める額

(ア)～(キ)

(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額



に
一
つ
一
2
エ
モ
デ
ル
建
物
法
に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定

を
行
う

場
合

(1)(略)

(2)建築基準

法上の用途が

工場等のみの

場合は、次の

(ア)から

(キ)までに

掲げる増加を

しょうとする

床面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)～(キ)

(略)

44

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
の

判
定
を

行
う

場
合

(1)(略)

(2)建築基準

法上の用途が

工場等の

場合は、次の

(ア)から

(キ)までに

掲げる増加を

しょうとする

床面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)～(キ)

(略)



  (c)次の各号に掲

  住げる住宅部分

  宅の用途及び増

  部加をしょうと

  分する床面積の

  に区分に応じ、当

  つ該各号に定め

  いる額

  て(1)一戸建て

  の住宅で200

  平方メート

  ル未満1

 
 

標準計算法に件につき33,  法300円(2)一戸建て
  よの住宅で200

  平方メート

  ル以上1

 
 

る基準に適件につき36,   800円(3)共同住宅
  等で300平方

  メートル未

  満1件に

 
 

合するかどうつき65,200  ど旦(4)共同住宅
  等で300平方

  メートル以

  かの判定を上2,000平方  メートル未

  満1件に

45
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  つきIO6,100

  行う場畳(5)共同住宅
  合等で2,000平

  方メートル

  以上5,000平

  方メートル

  未満1件

  につき177,8

  00円(6〉共同住宅
  等で5,000平

  方メートル

  以上!件

  につき253,1

  00円

  (d)次の各号に掲

  住げる住宅部分

  宅の用途及び増

  部加をしょうと

  分する床面積の

  に区分に応じ、当

  つ該各号に定め

  いる額

  て(1)一戸建て

  の住宅で200

  平方メート

  ル未満1

 
 

仕様・計算併件につき25   500円(2)一戸建て
  用の住宅で200

46

            
  

           
  

』一1-II-IIII一…一……………:::-::一:一:::一:-:一:-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一II-II一IIII1一一1III一1IlIIIII-1一II-IIIII…コ」…」…」…-一一II一-一



法
に
一
圭
る
一
基

準
㎜
に
一
適
一
合
一
す
一
る

塗
ど
一
う
一
変
の
一
判
一
定
を

行
一

う
一

場
』

合

平方メート

ル以上1

件につき

27,900円

(3)共同住宅

等で300平方

メートル未

満1件に

つき49,200

円一

(4)共同住宅

等で300平方

メートル以

上2,000平・方

メートル未

満1件に

つき80,000

 円【

(5)共同住宅

等で2,000平

方メートル

以上5000平

方メートル

未満1件

につき136,3

00円

(6)共同住宅

等で5,000平

方メートル

以上1件

につき197,4

00円

47
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  (e)次の各号に掲

  住げる住宅部分

  宅の用途及び増

  部加をしょうと

  分する床面積の

  に区分に応じ、当

  つ該各号に定め

  いる額

  て(1)一戸建て

  の住宅で200

  平方メート

  ル未満1

 
 

仕様基準によ件につき18,   000円(2)一戸建て
  の住宅で200

  平方メート

  ル以上1

 
 

る基準に適合件につき20,  ム000円(3)共同住宅
  等で300平方

  メートル未

  するかどう満1件に  つき33,000

  どうか旦(4)共同住宅
  等で300平方

  メートル以  の判定を上2,000平方
  メートル未

  行満1件に
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    つき55,000

    う場合畳(5)共同住宅
    等で2,000平

    方メートル

    以上5,000平

    方メートル

    未満1件

    につき95,00

    0円(6〉共同住宅
    等で5,000平

    方メートル

    以上!件

    につき!42,0

    00円

    (三)非住宅部

    分の場合は、    イア以外の場合次の(ア)か
    ら(キ)まで

    に掲げる非住宅部分の

   
 

ぎ刃出a口、亡、メE建築物消費性能向上計画に係る他の建築物の場合床面積の区分に応じ、当該(ア)から     (キ)までに定める額(ア)300
    平方メー

    トル未満

    1件に

    つき5,000

49

    

    :一:_:一

                                                        

    イア以下の場合次の(1)から
    (6)まで

    に掲げる一

  
  

雪男嶽a口,亡、ノε建築物消費性能向上計画に係る他の建築物の場合床面積の区分に応じ、当該(1)から     (6)までに定める額

                



置(イ)(略)
(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(キ)(略)

(2)住宅部分

の場合は、次

の(ア)から

(オ)までに

掲げる住宅

部分の用途

及び床面積

の区分に応

じ、当該(ア)

から(オ〉ま

でに定める

麺(ア)一戸
建ての住

宅1件

につき2,9

00円(イ)共同
住宅等で

300平方メ

ートル未

満1件

につき5,0

00円(ウ)共同

50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)



(a)

菱
住

一
宅
一
部
分

そ
の

他
の

場

住宅等で

300平方メ

ートル以

上2,000平

方メート

ル未満

!件に

つき11,20

唄

(エ)共同

住宅等で

2,000平方

メートル

以上5,000

平方メー

トル未満

1件に

鯉

咀

(オ)共同

住宅等で

5,000平方

メートル

以上1

件につき

38,200円

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

51

そ
の

他
の
場

(a) 次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額



に
一
つ
一
ぬ
二
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行
う
場
合

合 (1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら⊥主しまで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)300

平方メー

トル未満

1件につ

き105,900

旦

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(キ)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等の

みの場合は、

次の(ア)か

ら(キ)まで

に掲げる床

面積の区分

52

合

標
準

入
力

法
等

に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う

か
の
判

定
を
行

う
場
合

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等

の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分



)
非

一
住

宅
㎜

部
一

分
一

且
つ

一
且

工
モ

デ
ル

建
物

法
に

c
b

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)300

平方メー

トル未満

1件につき

幽

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

」主一(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら(キ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

53

(b)

モ
デ

ル
建

物
法

に

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

⊥虹(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに



よ
る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う
か
の
判
定
を
行
う
場
合

定める額

(ア)300

平方メー

トル未満

1件に

つき43400

巴

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(キ)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等の

みの場合は、

次の(ア)か

ら(キ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)300

平方メー

トル未満

1件につき

13,100円

(イ)

(ウ)

)
)

各
各

田
田
四

四

(
(

54

よ
る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う
か
の
判
定
を
行
う
場
合

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等

の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)



  _巴(略)(オ)(略)(カ)(略)(キ)(略)

  (c)次の各号に掲

  住げる住宅部分

  宅の用途及び床

  部面積の区分に

  分応じ、当該各号

  にに定める額

  つ(!〉一戸建て

  の住宅で200

  平方メート

  ル未満!

 
 

いて標準計算件につき16   700円(2)一戸建て
  の住宅で200

  平方メート

  ル以上1

 
 

法による基準件につき18   400円(3)共同住宅
  等で300平方

  メートル未

  満1件に

 
 

に適合するかつき32600   巴(4)共同住宅
  等で300平方

  どうかメートル以
  上2,000平方
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  メートル未

  満1件に

  の判定を行つき53,美OO  巴(5〉共同住宅
  等で2,000平

  ・つ場△・方メートル
  以上5,000平

  方メートル

  未満1件

  につき88,90

  0円一(6)共同住宅
  等で5,000平

  方メートル

  以上1件

  につき126,6

  00円

  (d)次の各号に掲

  住げる住宅部分

  宅の用途及び床

  部面積の区分に

  分応じ、当該各号

  にに定める額

  つ(1)一戸建て

  の住宅で200

  平方メート

  ル未満1

 
 

いて仕様・計件につき12,   800円(2〉一戸建て
  算の住宅で200

56

 
  

一
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 

  
一

 
  
1

 
  

1

   1一

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  

一
 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  

1
 

  
■

1
ー

■
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

1
 

  
一

 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  
1

   一一

 
  

1
 
  

1
 

  
一

 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  

1
 

  
一

 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  

1
 

  
一

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1

   1一一一一一一一一一一一一一一一一昌一一一一

 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  
1

 
  

1
 

  
一

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  

1
 
  
1

 
  
1

 
  
1

 
  

1
 
  
1

 
  

一
 
  
1

 
  
1

 
  

一
 
  
1



従
用
一
迭
に
一
よ

ゑ
基

一
準

一
盈

適
一

合
変

る
一

変
ど

う
一

か
一

の
判

定
一

を
一

五
う

一
場

合

平方メート

ル以上1

f牛につき14,

000円

(3)共同住宅

等で300平方

メートル未

満1件に

つき24,600

円一

(4〉共同住宅

等で300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満1件に

つき40,000

 円【

(5)共同住宅

等で2000平

方メートル

以上5000平

方メートル

未満!件

につき68,20

0円

(6)共同住宅

等で5,000平

方メートル

以上1件

につき98,70

0円
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  e次の各号に掲

  住げる住宅部分

  宅の用途及び床

  部面積の区分に

  分応じ、当該各号

  にに定める額

  つ(1)一戸建て

  の住宅で200

  いて仕平方メート  ル未満1

  件につき9,0

  様基準00円一(2)一戸建て
  の住宅で200

  によ平方メート
  るル以上1

  件につき10,

  基準に000円(3)共同住宅
  等で300平方

  メートル未

  適合するか満!件に  つき16,500

  ど旦(4)共同住宅
  う等で300平方

  メートル以

  上2000平方

  かの判定をメートル未  満1件に

  疋を行つき27,500  旦
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     う(5)共同住宅

     等で2,000平

     場合方メートル
     以上5,000平

     方メートル

     未満!件

     につき47,50

     0円(6)共同住宅
     等で5000平

     方メートル

     以上!件

     につき71,00

     0円一

     ア非住宅部次の各号に掲

     3法第ll分について
     条第

     2項

     又は法第標準入力法等による基準に適合するかどうかの判定を行う場合
     12条げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額(1)建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(キ)まで     第3

    

3法

第!2

ア

条第

2項

 又は

法第

13条

第3

 項の

規定

基
く

築
エ

ル
 
費

に
づ
建
物
ネ
ギ
消

性能

標準入力法

等による基

準に適合す

るかどうか

の判定を行

う場合

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

59



保
画
軽
な
更
関
る
明
の
付

確
計
の
微
変
に
す
証
書
交

(ア)300

平方メー

トル未満

1件に

つき105,90

廻

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(キ)(略)

(2)建築基準

法上の用途

が工場等の

みの場合は、

次の(ア)か

ら(キ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)300

平方メー

トル未満

1件につ

き14,900

置

(イ)

(ウ)

 
 

各
各

田
円

田
剛

(
。

(
、

保
画
軽
な
更
関
る
明
の
付

確
計
の
微
変
に
す
証
書
交

60

(ア)(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(田各)

(2)建築基準

法上の用途

が丁場等

の場合は、

次の(ア)か

ら(カ)まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

(ア)(略)

(イ)(略)



イ非住宅部

分について

モデル建物

法による基

準に適合す

るかどうか

の判定を行

う場合

(エ)(略)

(オ)(略)

(カ)(略)

(キ)(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら⊥圭しまで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(キ)までに

定める額

(ア)300

平方メー

トル未満

1件に

つき43,400

)

円
一
仔

(ウ)

(エ)

(オ)

(略)

(略)

(略)

(略)
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イ

モデル建物

法による基

準に適合す

るかどうか

の判定を行

う場合

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(略)

(略)

(略)

(略)

次の各号に掲

げる非住宅部

分の用途の区

分に応じ、当該

各号に定める

額

(1)建築基準

法上の用途

が工場等以

外の場合は、

次の(ア)か

ら⊥左上まで

に掲げる床

面積の区分

に応じ、当該

(ア)から

(カ)までに

定める額

⊥乙L(略)

(イ)(略)

(ウ)(略)

(エ)(略)



  _血(略)(キ)(略)(2)建築基準法上の用途が工場等の一みの場合は、一次の(ア)から(キ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額ア)300
  平方メー

  トル未満

  1件に

  つき13,100  巴(イ)(略)(ウ)(略)(エ)(略)(オ)(略)(カ)(略)(キ)(略)

  ウ住宅部分次の各号に掲

  について標げる住宅部分

  準計算法にの用途及び床

  よる基準に面積の区分に

  適合するか応じ、当該各号

  どうかの判に定める額
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  (オ)(略)(カ)(略)(2)建築基準法上の用途が工場等一の場合は、一次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額

    

  一(ア)(略)(イ)(略)(ウ)(略)(エ)(略)(オ)(略)(カ)(略)

            



定を行う場

合一

(1)一戸建て

の住宅で200

平方メート

ル未満!

で牛につき16,

700円

(2)一戸建て

の住宅で200

平方メート

ル以上1

f牛につき18,

400円

(3)共同住宅

等で300平方

メートル未

満1件に

つき32,600

豊

(4)共同住宅

等で300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満1件に

つき53,ま00

旦

(5)共同住宅

等で2000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満1件
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  につき8890

  0円(6)共同住宅
  等で5,000平

  方メートル

  以上!件

  につき!26,6

  00円

  工住宅部分次の各号に掲

  について仕げる住宅部分

  様・計算併用の用途及び床

  法による基面積の区分に

  準に適合す応じ、当該各号

  るかどうかに定める額

  の判定を行(1)一戸建て

  う場合の住宅で200

  平方メート

  ル未満1

  件につき12,

  800円(2)一戸建て
  の住宅で200

  平方メート

  ル以上!

  件につき14,

  000円(3)共同住宅
  等で300平方

  メートル未

  満1件に

  つき24,600

  旦
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  (4)共同住宅

  等で300平方

  メートル以

  上2,000平方

  メートル未

  満1件に

  つき40,000

  巴(5)共同住宅
  等で2,000平

  方メートル

  以上5,000平

  方メートル

  未満!件

  につき68,20

  0円一(6)共同住宅
  等で5,000平

  方メートル

  以上1件

  につき98,70

  0円一

  オ住宅部分次の各号に掲

  について仕げる住宅部分

  様基準によの用途及び床

  る基準に適面積の区分に

  合するかど応じ、当該各号

  うかの判定に定める額

  を行う場合(1)一戸建て

  の住宅で200

  平方メート

  ル未満1
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件につき9,0

00円(2)一戸建て
の住宅で200

平方メート

ル以上1

件につき10,

000円(3)共同住宅
等で300平方

メートル未

満1件に

つき16,500

旦(4)共同住宅
等で300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満1件に

つき27,500

貝(5)共同住宅
等で2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満1件

につき47,50

0円一(6〉共同住宅
等で5,000平
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   方メートル

   以上1件

   につき71,00

   0円一

10の7建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律(以下こ

の表において「法」という。)に規

定する認定申請関係

10の7建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律(以下こ

の表において「法」という。)に規

定する認定申請関係

        区分金額区分金額

        1法ア計a(略)(略)i法ア計a(略)(略)

        第29画認(略)(略)第34画認(略)(略)

        条第定申条第定申

        1項請前1項請前

        の規に、の規に、

        定にあら定にあら

        よるかじよるかじ

        建築め第建築め第

        物工三者物工三者

        、不ル機関、不ル機関

        ギーが法ギーが法
        一

        消費第30消費第35

        性能条第性能条第

        向上1項向上i項

        計画第!計画第!

        の認号にの認号に
        一一

        定申掲げ定申掲げ

        壬主麺目る基壬主酉目る基

        (以準に(以準に

        下こ適合下こ適合

        の表しての表して

        においるにおいる

        いて旨をいて旨を
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        「計証明「計証明

        画認した画認した

        定申場合定申場合

        請」な請」な

        といど、といど、

        う。)同号う。)同号

        に対に掲に対に掲

        するげるするげる

        審査基準審査基準

        に関に関

        するする

        技術技術

        審査審査

        を省を省

        略す略す

        る場る場

        △口△口

        イ(略)イ(略)

        2法ア変a(略)(略)2法ア変a(略)(略)

        第31更認(略)(略)第36更認(略)(略)

        条第定申条第定申

        1項請前1項請前

        の規に、の規に、

        定にあら定にあら

        よるかじよるかじ

        建築め第建築め第

        物工三者物工三者

        、不ル機関、不ル機関

        ギーが法ギーが法
        一

        消費第30消費第35

        性能条第性能条第

        向.ヒ1項向上i項
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画
変
に
す
認
申
以
こ
表
お
て
変

認
申

」
い

∂
対

る
査

計
の

更
関

る
定

請
(
下

の
に

い
「

更
定

詰
と

う
に

す
審

1
に
げ
基
に
合
て
る
を
明
た
合

、
号

掲
る

準
関

る
術

査
省
す

場

第
号
一
掲
る
準
適
し
い
旨
証
し
場
な
ど
同
に
げ
基
に
す
技
審
を
略
る
合

イア

以外

 の場

合

a(略)

当
変
認
申

に

該
更
定
詰

1件につき、次の

各号に掲げる額

を合算した額

(1)・(2)(略)

(3)変更認定申

画
変
に
す
認
申
以
こ
表
お
て
変

認
申

」
い

∂
対

る
査

計
の

更
関

る
定

請
(
下

の
に

い
「

更
定

請
と

う
に

す
審

1
に
げ
基
に
合
て
る
を
明
た
合

、
号

掏
る

準
関

る
術

査
省
す

場

第
号
一
掲
る
準
適
し
い
旨
証
し
場
な
ど
同
に
げ
基
に
す
技
審
を
略
る
合

イア

以外

 の場

合

a(略)

当

該変

更認

定申

 請に

1件につき、次の

各号に掲げる額

を合算した額

(1)・(2)(閏各)

(3)変更認定申
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        おい請に係る建築おい請に係る建築

        て、物の全部又はて、物の全部又は

        棟認一部に非住宅棟認一部に非住宅

        定又部分があり、当定又部分があり、当

        は住該部分の評価は住該部分の評価

        戸認を標準入力法戸認を標準入力法

        定及等で行う場合定及等で行う場合

        び棟は、次の(ア)び棟は、次の(ア)

        認定から(キ)まで認定から(キ)まで

        の申に掲げる非住の申に掲げる非住

        請を宅部分の面積請を宅部分の面積

        するに応じ、当該するに応じ、当該

        場合(ア)から(キ)場合(ア)から(キ)

        までに定めるまでに定める

        額額

        (ア)(略)(ア)(略)

        (イ)300平(イ)300平

        方メートル方メートル

        以上1,000平以上i,OOO平

        方メートル方メートル

        未満1件未満1件

        につき128,50につき!28,00

        0円0円
        一一

        (ウ)～(キ)(ウ)～(キ)

        (略)(略)

        3法第30条ア(略)3法第35条ア(略)

        第2項の規イ(略)第2項の規イ(略)

        定により、定により、

        建築物エネ建築物エネ

        ルギー消費ルギー消費

        性能向.ヒ計性能向上計

        画が建築基画が建築基
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準法第6条

第1項に規

定する建築

基準関係規

定に適合す

るかどうか

の審査を受

けるよう申

し出た場合

の計画認定

申請に対す

る審査(法

第31条第2

項の規定に

より準用す

る場合を含

む。〉

一

 
  

準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合の計画認定申請に対する審査(法第36条第2 
  

項の規定に一より準用する場合を含む。)

   4法第41条ア適1件につき、次の

   第1項の規△毒刃口口心『各号に掲げる額

   定による建定申を合算した額

   築物エネル請前(1)一戸建ての

   ギー消費性に、住宅1件に

   能基準に適あらつき5,800円

   合しているかじ(2)適合認定申

   旨の認定申め第請に係る建築

   請(以下こ三者物の全部又は

   の表におい機関一部に共同住

   て「適合認が法宅等がある場

   定申請」と第41合は、次の(ア)

   いう。)に対条第から(エ)まで

   する審査1項に掲げる共同

   に掲住宅等の面積
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1一「
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げる

準
適

 基
に

し合

 い
旨

て
る

 を証

 明し

 た場

 合な

、
項
掲
る
準

ど
同
に
げ
基

関
る
術
査
省
す
場

に
す
技
審
を
略
る

合

の区分に応じ、

当該(ア)から

(エ)までに定

める額。ただ

し、共用部分が

あるときは、当

該部分の床面

積を含むもの

とする。

(ア)300平

方メートル

未満!件

につき10,00

塑

一

方メートル

以上2,000平

方メートル

未満!件

につき22,40

0円

(ウ)2,000

平方メート

ル以上5,000

平方メート

ル未満1

f牛につき44,

600円

(エ)5,000

平方メート

ル以上1

f牛につき76,
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(3)

額
一

00円適合認定申
に係る建築

の全部又は

部に非住宅

分がある場

は、次の(ア)

ら(キ)まで

掲げる非住

部分の面積

応じ、当該

ア)から(キ)

でに定める

iア)300平
方メートル

未満1件

につき1000

0円一(イ)300平
方メートル

以上i,OOO平

方メートル

未満1件

につき19,00

0円一(ウ)1000
平方メート

ル以上2,000

平方メート

ル未満1

件につき28,
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イア

以外

 の場

400円

(エ)2,000

平方メート

ル以上5,000

平方メート

ル未満三

f牛につき76

400円

一

平方メート

ル以上

!0,000平方

メートル未

満1件に

つき1三8,400

巴

(カ)io,OOO

平方メート

ル以上

25,000平方

メートル未

満1件に

つき148,400

巴

(キ)25,000

平方メート

ル以上1

件につき

184,400円

1件につき、次の

各号に掲げる額

を合算した額
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合一 1一戸建ての

住宅で、評価を

基準省令第!

条第!項第2

号イ(1)(i)及

び同号ロ(1)の

基準で行う場

合は、次の(ア)

又は(イ)に掲

げる一戸建て

の住宅の面積

に応じ、当該

(ア)又は(イ)

に定める額ア)200平
方メートル

未満1件

につき3220

0円一(イ)200平
方メートル

以上!件

につき35,80

0円(2)一戸建ての
住宅で、評価を

基準省令第1

条第!項第2

号イ(2)(i)及

び同号ロ(2)の

基準又は基準

省令第1条第



76

額
}

(3)

1項第2号イ

3)及び同号ロ

3)の基準(以

r「仕様基準」

ヒいう。)で行

フ場合は、次の

(ア)又は(イ)

こ掲げる一戸

茎ての住宅の

面積に応じ、当

亥(ア)又は

(イ)に定める

夏(ア)200平
方メートル

未満1件

につき17,20

O円一(イ)200平
方メートル

以上1件

につき18,40

0円一適合認定申
匡に係る建築

ワの全部又は

一部に共同住

、等があり、評

を基準省令

1条第1項

2号イ(1)及

祠号ロ(1)の
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準で行う場

ま、次の(ア)

ら(エ〉まで

掲げる共同

宅等の面積

区分に応じ、

該(ア)から

エ)までに定

る額。ただ

、共用部分が

るときは、当

部分の評価

法にかかわ

ず、当該部分

床面積を含

ものとする。

ア)300平

方メートル

未満1件

につき63,40

0円一(イ)300平
方メートル

以上2,000平

方メートル

未満1件

につきio7,6

00円一(ウ)2,000
平方メート

ル以上5,000

平方メート



一

一

ル未満}

件につき

幽
(エ)5,000

平方メート

ル以上三

件につき

酬

(4適合認定申
請に係る建築
物の全部又は
_部に共同住

宅等があセ)、評

価を基準省令
第1条第!項
第2号イ
(2)(i崖)及び同
号ロ(2)の基準
又は仕様基準
で行う場合は・

次の(ア)から
(エ)までに掲

げる共同住宅
等の面積の区
分に応じ、当該
(ア)から(エ)
までに定める

額。ただし、共
用部分がある
ときは、当該部

分の評価方法
にかかわらず、
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当該部分の床

面積を含むも

のとする。(ア)300平
方メートル

未満!件

につき3!,00

O円(イ300平
方メートル

以上2,000平

方メートル

未満1件

につき55,40

O円一(ウ)2,000
平方メート

ル以上5000

平方メート

ル未満1

件につき96,

800円(エ)5,000
平方メート

ル以上三

件につき

幽(5)適合認定申
請に係る建築

物の全部又は

一部に非住宅

部分があり、当
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  該部分の評価

  を基準省令第

  !条第!項第

  !号ロの基準

  で行う場合は、

  次のア〉から

  (キ)までに掲

  げる非住宅部

  分の面積に応

  じ、当該(ア)

  から(キ)まで

  に定める額(ア)300平
  方メートル

  未満!件

  につき79,60

  O円一(イ300平
  方メートル

  以上LOOO平

  方メートル

  未満!件

  につきio25

  魍(ウ)1,000
  平方メート

  ル以上2,000

  平方メート

  ル未満i

  件につき

  !35,200円(エ)2,000
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平方メート

ル以上5,000

平方メート

ル未満!

件につき

216,300円(オ)5,000
平方メート

ル以上

10,000平方

メートル未

満1件に

つき281,100

胆力)三〇〇〇〇
平方メート

ル以上

25,000平方

メートル未

満1件に

つき336,900

巴(キ)25,000
平方メート

ル以上三

件につき

幽(6)適合認定申
請に係る建築

物の全部又は

一部に非住宅

部分があり、当
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  該部分の評価

  を基準省令第

  !条第!項第

  !号イの基準

  で行う場合は、

  次のア〉から

  (キ)までに掲

  げる非住宅部

  分の面積に応

  じ、当該(ア)

  から(キ)まで

  に定める額(ア)300平
  方メートル

  未満!件

  につき205,7

  00円一(イ300平
  方メートル

  以上2,000平

  方メートル

  未満!件

  につき2569

  魍(ウ)1,000
  平方メート

  ル以上2,000

  平方メート

  ル未満i

  件につき

  334,500円(エ)2,000



      
                   

ト}メ方平000凧上以ルトーメ方平!満未ルきつに件000円包oo6臥)7オ4(トーメ方平上以ル方平ooOO,1未ルトーメに件1満009生58きつ0000三)円一力トーメ方平上以ル方平ooO5,2未ルトーメに件1満0050,96きつ0005,2)円一@トーメ方平三上以ルきつに件円oo2787
                         

                         剤佃15～U

             
            

1一1IIIIIII一IIIIIIIIIIIII一IIIIII一IIIIIIIII一II一1一IIIIIIIIIII一IIIIIIII一IIIIII一:::::::::::::::::-:::::::::-::::::::::::::::-::::::::-::::::::::::::::-::ユ………:………-………………専…-……………-………………専………………-:………………一…:………L一II-II-II-IIIIII一IIIII-III一II一II-II-III一II-II-III一II-II-IIIIII一II一II-II-III一II-IIIIIIIII一II-II-IIIIII一一IIIII一IIlIII一II-II-II-IIIIII一II一II-IIII』IIII一IIIII一IIIIII一IIIIIIIIIII一II一一IIII一II一IIIIII:-:一…………………………卸佃………15…～…11
附則

この条例は、令和7年4月!日から施行する。
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議案第1ig号

長岡市学校給食共同調理場条例の一部改正について

長岡市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長磯田達伸

提案理由

上組小学校に学校給食共同調理場を新たに設置することに伴い、所要の改正を

行うもの
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長岡市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例

長岡市学校給食共同調理場条例(平成17年長岡市条例第68号)の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分に字句が記されず、改正後部分

に字句が記されている場合は当該改正後部分に記された字句を当該記載の箇所に

加え、次の表の改正後の欄中の表の実線で記された罫線に対応する次の表の改正

前の欄中の表の罫線が破線で記されている場合は当該罫線を加えるものとする。

改正後

(名称及び位置)

第2条学校給食共同調理場の名称及

び位置は、次のとおりとする。

  名称位置

  長岡市上組学校給長岡市豊詰町227

  食共同調理場番地

  長岡市旭岡学校給食共同調理場長岡市高畑町883番地2
  (略)

(業務)

第3条長岡市上組学校給食共同調理

場、長岡市旭岡学校給食共同調理場、

長岡市中之島学校給食共同調理場、

長岡市越路学校給食共同調理場、長

岡市三島学校給食共同調理場、長岡

市与板学校給食共同調理場及び長岡

市川[コ学校給食共同調理場(以下「共

同調理場」という。)は、次の業務

 を行う。

(!)～(5)(田各)

改正前

(名称及び位置)

第2条学校給食共同調理場の名称及

び位置は、次のとおりとする。

名称

長岡市旭岡学校給

食共同調理場

位置

長岡市高畑町883番

地2

(略)

(業務)

第3条

長岡市旭岡学校給食共同調理場、

長岡市中之島学校給食共同調理場、

長岡市越路学校給食共同調理場、長

岡市三島学校給食共同調理場、長岡

市与板学校給食共同調理場及び長岡

市川口学校給食共同調理場(以下「共

同調理場」という。)は、次の業務

 を行う。

(1)～(5)(霞各)
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    (管轄)第4条共同調理場が管轄する学校は、次のとおりとする。(管轄)第4条共同調理場が管轄する学校は、次のとおりとする。
    共同調理場の区分管轄する学校共同調理場の区分管轄する学校

    長岡市上組学校給長岡市立上組小学

    食共同調理場

    校長岡市立石坂小学けi
    校ii」

    長岡市旭岡学校給食共同調理場長岡市立柿小学校長岡市立豊田小学校長岡市立旭岡中学校長岡市旭岡学校給食共同調理場長岡市立柿小学校長岡市立豊田小学校長岡市立旭岡中学校
    (略)(略)

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第120号

長岡市川口文化会館条例の廃止等について

長岡市川口文化会館条例の廃止等に関する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

提案理由

令和7年3月末で川口文化会館及び川口歴史民俗資料館を廃止することに伴い、

所要の改正を行うもの
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長岡市川口文化会館条例の廃止等に関する条例

(長岡市川口文化会館条例の廃止)

第!条長岡市川口文化会館条例(平成22年長岡市条例第49号)は、廃止する。

(長岡市地域資料館条例の一部改正)

第2条長岡市地域資料館条例(平成17年長岡市条例第96号)の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以

下「改正後部分」という。)について、改正前部分に字句が記され、改正後部

分に字句が記されていない場合は当該改正前部分に記された字句を削り、次の

表の改正前の欄中の表の実線で記された罫線に対応する次の表の改正後の欄

中の表の罫線が破線で記されている場合は当該罫線を削るものとする。

    改正後改正葡

    (名称及び位置)第2条地域資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。(名称及び位置)第2条地域資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
    名称位置名称位置

    (略)一"一"""一"一"""一"一丁"""一""""一一"""一""(略)
    i長岡市川口歴史長岡市東川口1979番
    i民俗資料館地128

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第121号

長岡市体育館条例の一部改正について

長岡市体育館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長磯田達伸

提案理由

栃尾体育館のトレーニングルームについて、使用料を定めるもの
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長岡市体育館条例の一部を改正する条例

長岡市体育館条例(平成元年長岡市条例第20号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分に字句が記されず、改正後部分

に字句が記されている場合は当該改正後部分に記された字句を当該記載の箇所に

加え、次の表の改正後の欄中の表の実線で記された罫線に対応する次の表の改正

前の欄中の表の罫線が破線で記されている場合は当該罫線を加えるものとする。

改正後

別表第15(第5条、第三5条関係)

長岡市栃尾体育館使用料

ア専用使用

(略)

イ個人使用

      種類使用料

      1回3箇半年年間

      月会会員会員

      区分旦

      ト大人

      円㎜250円3,000円5,000厩8,100
      レ一高齢者200i,8003,0005,300
      二障害者

      ン介助者

      グ高校生

      ル中学生150i,000i,8003,000

 
     

一
ム

備考

1小学生以下の者は、トレーニ

ングルームは使用できないもの

改正前

別表第15(第5条、第15条関係)

長岡市栃尾体育館使用料

(略)

…
…
1
副

…
…
1
凋

…
…
1
凋

…
…
…
1“

-
…

…
j
T
…

-

匠

一,==一===一,,==一,,

H_

ヒゴ、

1
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  とする。2「高齢者」とは、満65歳以上

  の者をいう。3「障害者」とは、身体障害者
  手帳、精神障害者保健福祉手帳又

  は療育手帳の交付を受けた者で、

  中学生、小学生及び就学前の者以

  外のものをいう。4「介助者」とは、第1種身体
  障害者等が長岡市栃尾体育館を

  使用する場合において、当該第1

  種身体障害者等の介助を行う者

  (第1種身体障害者等1人につ

  き1人とする。)をいう。

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第122号

長岡市市民野外活動施'設条例の一部改正について

長岡市市民野外活動施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長磯田達伸

提案理由

令和7年3月末で塩谷運動広場を廃止することに伴い、所要の改正を行うもの
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長岡市市民野外活動施設条例の一部を改正する条例

長岡市市民野外活動施設条例(昭和62年長岡市条例第23号)の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改五前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記され

ている場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改め、改

正前部分に字句が記され、改正後部分に字句が記されていない場合は当該改正前

部分に記された字句を削り、次の表の改正前の欄中の表の実線で記された罫線に

対応する次の表の改正後の欄中の表の罫線が破線で記されている場合は当該罫線

を削るものとする。

    改正後改正前

    (名称及び位置)(名称及び位置)

    第2条野外活動施設の名称及び位置第2条野外活動施設の名称及び位置

    は、次のとおりとする。は、次のとおりとする。

    名称位置名称位置

    (略)(略)

    長岡市吉水運動広場長岡市上樫出303長岡市吉水運動広場長岡市上樫出303

    3番地3番地

    長岡市塩谷運動広場長岡市上塩3845

    番地

    (施設)一(施設)
    第3条長岡市東山ファミリーランド第3条長岡市東山ファミリーランド

    (以下「東山ファミリーランド」と(以下「東山ファミリーランド」と

    、いつ。)、長岡市八方台いこいの森、いつ。〉、長岡市八方台いこいの森

    (以下「八方台いこいの森」という。(以下「八方台いこいの森」という。

    )、長岡市乙吉運動広場(以下「乙)、長岡市乙吉運動広場(以下「乙

    吉運動広場」という。)、長岡市信吉運動広場」という。)、長岡市信

    濃リバーサイドパーク野外活動施設濃リバーサイドパーク野外活動施設

    (以下「信濃リバーサイドパーク」(以下「信濃リバーサイドパーク」
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という。)、長岡市三島運動広場(

以下「三島運動広場」という。)、

長岡市成出運動広場(以下「成出運

動広場」という。)、長岡市山古志

運動広場(以下「山古志運動広場」

という。)、長岡市大河津地区運動

広場(以下「大河津地区運動広場」

という。)、長岡市郷本地区運動広

場(以下「郷本地区運動広場」とい

う。)及び長岡市吉水運動広場(以

下「吉水運動広場」という。)

という。)、長岡市三島運動広場(

以下「三島運動広場」という。)、

長岡市成出運動広場(以下「成出運

動広場」という。)、長岡市山古志

運動広場(以下「山古志運動広場」

という。)、長岡市大河津地区運動

広場(以下「大河津地区運動広場」

という。)、長岡市郷本地区運動広

場(以下「郷本地区運動広場」とい

う。)、長岡市吉水運動広場(以

下「吉水運動広場」という。)及び

長岡市塩谷運動広場(以下「塩谷運

(以下「野外活動広場」という。)(以下「野外活

動施設」と総称する。)に次の施設

を設置する。

動施設」と総称する。)に次の施設

を設置する。

     名称施設名称施設

     (略)(略)

     吉水運動広場多目的広場、ゲートボール場及び照明施設吉水運動広場多目的広場、ゲートボール場及び照明施設
     塩谷運動広場野球場

(使用の許可)

第4条乙吉運動広場の多目的球場、

信濃リバーサイドパーク、三島運動

広場、成出運動広場、山古志運動広

場、大河津地区運動広場、郷本地区

運動広場及び吉水運動広場

を使用しようとする者は、

市長の許可を受けなければならない。

許可に係る事項を変更しようとする

ときも、同様とする。

(指定管理者による管理)

(使用の許可)

第4条乙吉運動広場の多目的球場、

信濃リバーサイドパーク、三島運動

広場、成出運動広場、山古志運動広

場、大河津地区運動広場、郷本地区

運動広場、吉水運動広場及び塩谷運

動広場を使用しようとする者は、

市長の許可を受けなければならない。

許可に係る事項を変更しようとする

ときも、同様とする。

(指定管理者による管理)
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第12条市長は、東山ファミリーラン

ド、八方台いこいの森、乙吉運動広

場、信濃リバーサイドパーク、成出

運動広場及び吉水運動広場

(以下「東山ファミリーラン

ド等」という。)の管理に関する業

務を地方自治法(昭和22年法律第67

号)第244条の2第3項に規定する指

定管理者(以下「指定管理者」とい

う。)に行わせることができる。

2指定管理者は、次に掲げる業務を

行うものとする。

(1)・(2)(略)

(3)東山ファミリーランド等

の利用料金に

関する業務

(4)～(6)(田各)

第12条市長は、東山ファミリーラン

ド、八方台いこいの森、乙吉運動広

場、信濃リバーサイドパーク、成出

運動広場、吉水運動広場及び塩谷運

動広場(以下「東山ファミリーラン

ド等」という。)の管理に関する業

務を地方自治法(昭和22年法律第67

号)第244条の2第3項に規定する指

定管理者(以下「指定管理者」とい

う。)に行わせることができる。

2指定管理者は、次に掲げる業務を

行うものとする。

(1)・(2)(田各)

(3)東山ファミリーランド等(塩谷

運動広場を除く。)の利用料金に

関する業務

(4)～(6)(匿各)

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第123号

長岡市立学校体育施設開放条例の一部改正について

長岡市立学校体育施設開放条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

提案理由

令和7年3月末で大島中学校及び山古志中学校のグラウンド夜間照明施設の開

放を取りやめることに伴い、所要の改正を行うもの
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長岡市立学校体育施設開放条例の一部を改正する条例

長岡市立学校体育施設開放条例(昭和59年長岡市条例第35号)の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改五前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記され

ている場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改め、改

正前部分に字句が記され、改正後部分に字句が記されていない場合は当該改正前

部分に記された字句を削り、次の表の改正前の欄中の表の実線で記された罫線に

対応する次の表の改正後の欄中の表の罫線が破線で記されている場合は当該罫線

を削るものとする。

  改正後改正前

  (有料施設)第4条開放施設のうち、有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次のとおりとする。(1)・(2)(略)(3)長岡市立関原中学校グラウン(有料施設)第4条開放施設のうち、有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)は、次のとおりとする。(1)・(2)(略)(3)長岡市立大島中学校グラウン
  ド夜間照明施設ド夜間照明施設(4)長岡市立関原中学校グラウン

  ド夜間照明施設(5)長岡市立山古志中学校グラウ

  (使用の不許可)第6条委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料施設の使用を許可しない。(1)スポーツ及びレクリエーション以外の目的で有料施設ンド夜間照明施設(使用の不許可)第6条委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有料施設の使用を許可しない。(1)スポーツ及びレクリエーション以外の目的で有料施設(長岡市
  立山古志中学校グラウンド夜間照
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を使用しようと

するとき。

(2)・(3)(田各)

別表(第7条関係)

施設名

長岡市

立北中

学校グ

ラウン

ド夜間

照明施

設、長

岡市立

宮内中

学校グ

ラウン

ド夜間

照明施

設

 及び

長岡市

立関原

中学校

グラウ

ンド夜

使用時

間

区分 単位

用
手

使
米

(略)

明施設を除く。)を使用しようと

するとき。

(2)・(3)(略)

別表(第7条関係)

施設名

長岡市

立北中

学校グ

ラウン

ド夜間

照明施

設、長

岡市立

宮内中

学校グ

ラウン

ド夜間

照明施

設、長

岡市立

大島中

学校グ

ラウン

ド夜間

照明施

設及び

長岡市

立関原

中学校

グラウ

ンド夜

使用時

間

区分 単位

用
手

使
孝

(略)
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        問照明施設間照明施設
        卜、」i長岡市午後71時        iiii一、立山古時から間に里0円
        iii一、志中学午後!0つき
        iiii校グラ時まで

  
      

……………i……i………ウンド        iiiiiiiii司夜間照         明施設

        備考1・2(略)備考1・2(略)3長岡市立山古志中学校グラウ
        ンド夜間照明施設の使用料の算

        定に当たっては、1時間に満たな

        い時間は1時間として計算し、そ

        の使用時間には、準備及び原状回

        復に要する時間を含むものとす

        る。

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第124号

長岡市老人憩いの家条例の一部改正について

長岡市老人憩いの家条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

提案理由

令和7年3月末でさくらの家、日枝の里及びはすはな荘を廃止することに伴い、

所要の改正を行うもの
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長岡市老人憩いの家条例の一部を改正する条例

長岡市老人憩いの家条例(平成17年長岡市条例第47号)の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記され

ている場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改め、改

正前部分に字句が記され、改正後部分に字句が記されていない場合は当該改正前

部分に記された字句を削り、次の表の改正前の欄中の表の実線で記された罫線に

対応する次の表の改正後の欄中の表の罫線が破線で記されている場合は当該罫線

を削るものとする。

改正後

(名称及び位置)

第2条老人憩いの家の名称及び位置

は、次のとおりとする。

名称

一

夕映荘

位置

長岡市寺泊金山170番地

3

(使用対象者)

第3条夕映荘

(以下「憩いの家」

という。)を使用することがで

きる者(以下「使用対象者」という。)

は、市内に居住する65歳以上の者と

する。ただし、使用対象者の使用を

妨げないときは、使用対象者以外の

改正前

(名称及び位置)

第2条老人憩いの家の名称及び位置

は、次のとおりとする。

  名称位置

  さくらの家長岡市信条東221番地

  日枝の里長岡市中之島中条2919番

  地

  夕映荘長岡市寺泊金山170番地3
  はすはな荘長岡市中之島6104番地!

(使用対象者)

第3条さくらの家、日枝の里、夕映

荘及びはすはな荘(以下「憩いの家」

と総称する。)を使用することがで

きる者(以下「使用対象者」という。)

は、市内に居住する65歳以上の者と

する。ただし、使用対象者の使用を

妨げないときは、使用対象者以外の
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者も使用することができる。 者も使用することができる。

附則

この条例は、令和7年4月!日から施行する。
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議案第125号

長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の

員数等の基準に関する条例の一部改正について

長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数

等の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

提案理由

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、職員の配置基準について所要の改正を

行うもの
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長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員

の員数等の基準に関する条例の一部を改正する条例

長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員

数等の基準に関する条例(平成26年長岡市条例第51号)の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以下

「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記され

ている場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改め、改

正前部分に字句が記されず、改正後部分に字句が記されている場合は当該改正後

部分に記された字句を当該記載の箇所に加えるものとする。

改正後

(基本方針)

第3条(略)

2地域包括支援センターは、地域包

括支援センター運営協議会(省令第

140条の66第1号イに規定する地

域包括支援センター運営協議会をい

う。以下「協議会」という。)の意

見を踏まえて、適切かつ公正中立な

運営を確保するものとする。

(職員の員数に関する基準)

第4条1の地域包括支援センターが

担当する区域における第1号被保険

者の数がおおむね3,000人以.ヒ6,000

人未満ごとに置くべき専らその職務

に従事する常勤の職員の員数(協議

会が第1号被保険者の数及び地域包

括支援センターの運営の状況を勘案

して必要であると認めるときは、常

改正前

(基本方針)

第3条(略)

2地域包括支援センターは、地域包

括支援センター運営協議会(省令第

i40条の66第1号ロ(2)に規定する地

域包括支援センター運営協議会をい

う。以下「協議会」という。)の意

見を踏まえて、適切かつ公正中立な

運営を確保するものとする。

(職員の員数に関する基準)

第4条1の地域包括支援センターが

担当する区域における第1号被保険

者の数がおおむね3,000人以ヒ6,000

人未満ごとに置くべき専らその職務

に従事する常勤の職員の員数は、次

の各号に掲げる職種に応じ、当該各

号に定める員数とする。
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勤換算法(省令第140条の66第1号イ

に規定する方法をいう。)によるこ

とができる。次項において同じ。)

は、原則として次のとおりとする。

(1)～(3)(略)

2前項の規定にかかわらず、協議会

が地域包括支援センターの効果的な

運営に資すると認めるときは、複数

の地域包括支援センターが担当する

区域を1の区域として、当該区域内

の第1号被保険者の数について、お

おむね3000人以上6000人未満ごと

に前項各号に掲げる常勤の職員の員

数を当該複数の地域包括支援センタ

ーに配置することにより、当該区域

内の1の地域包括支援センターがそ

れぞれ前項の基準を満たすものとす

る。この場合において、当該区域内

の1の地域包括支援センターに置く

べき常勤の職員の員数の基準は、前

項各号に掲げる者のうちから2人と

する。

3第1項の規定にかかわらず、協議

会において次の各号のいずれかに該

当すると認められた場合における地

域包括支援センターに置くべき職員

の員数は、別表に定めるとおりとす

ることができる。

(1)第i項に規定する基準によっ

ては地域包括支援センターの効率

的な運営に支障があること。

(2)地理的条件その他の条件を勘

(1)～(3)(匿各)

2前項の規定にかかわらず、協議

会において次の各号のいずれかに該

当すると認められた場合における地

域包括支援センターに置くべき職員

の員数は、別表に定めるとおりとす

ることができる。

(1〉前項に規定する基準によっ

ては地域包括支援センターの効率

的な運営に支障があること。

(2)地理的条件その他の条件を勘
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案して第1項に規定する単位に満

たない特定の生活圏域に1の地域

包括支援センターを設置すること

が必要であること。

4前3項の規定は、これらの規定に

より配置すべき職員の員数を超えて

職員を配置することを妨げない。

棄して前項に規定する単位に満

たない特定の生活圏域に1の地域

包括支援センターを設置すること

が必要であること。

3前2項の規定は、これらの規定に

より配置すべき職員の員数を超えて

職員を配置することを妨げない。

附則

この条例は、公布のヨから施行する。
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議案第126号

長岡市水道条例等の一部改正について

長岡市水道条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

提案理由

水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、布設工事監督者等の資格

要件について所要の改正を行うもの
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長岡市水道条例等の一部を改正する条例

(長岡市水道条例の一部改正)

第1条長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号)の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以

下「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記さ

れている場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改

め、改正前部分に字句が記されず、改正後部分に字句が記されている場合は当該

改正後部分に記された字句を当該記載の箇所に加え、改正前部分に字句が記さ

れ、改正後部分に字句が記されていない場合は当該改正前部分に記された字句

を削るものとする。

  改正後改正前

  (布設工事監督者の資格)第17条の2法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大(布設工事監督者の資格〉第17条の2法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又は
  正7年勅令第388号)による大学にこれに相当する課程において衛生

  おいて土木工学科又はこれに相当工学又は水道工学に関する学科目

  する課程を修めて卒業した後、3を修めて卒業した後、2年以上水

  年以上水道、工業用水道、下水道、道

  道路又は河川(以下この項におい

  て「水道等」という。)に関する技術士の実務に従事した経験を有する者(!年6箇月以上水道に関すに関する技術士の実務に従事した経験を有する者
  る技術上の実務に従事した経験を

  有する者に限る。)
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(2)学校教育法に規定する大学又

は旧大学令による大学において機

械工学科若しくは電気工学科又は

これらに相当する課程  を修

めて卒業した後、4年以上水道等

に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者(2年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。)

(3)学校教育法に規定する短期大

学(同法に規定する専門職大学の

前期課程を含む。)若しくは高等

専門学校又は旧専門学校令(明治

36年勅令第6i号)による専門学校

(次号において「短期大学等」と

いう。)において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した

後(同法に規定する専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後。

次号において同じ。)、5年以上水

道等に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者(2年6箇月

以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。)

(4)短期大学等において機械科若

しくは電気科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業した後、6年

以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者(3年

以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。)

(5)学校教育法に規定する高等学

(2)学校教育法に規定する大学の

土木工学科又はこれに相当する課

程において衛生工学及び水道工学

に関する学科目以外の学科目を修

めて卒業した後、3年以上水道

に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者

(3)学校教育法に規定する短期大

学(同法に規定する専門職大学の

前期課程を含む。)又は高等

専門学校

において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した

後(同法に規定する専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後

)、5年以上水

道に関する技術士の実務に従事

した経験を有する者

(4)学校教育法に規定する高等学
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校若しくは中等教育学校又は旧中

等学校令(昭和狢年勅令第36号)に

よる中等学校(次号において「高等

学校等」という。)において土木科

又はこれに相当する課程を修めて

卒業した後、7年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験

を有する者(3年6箇月以上水道

に関する技術士の実務に従事した

経験を有する者に限る。)

(6)高等学校等において機械科若

しくは電気科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業した後、8年

以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者(4年

以上水道に関する技術士の実務に

従事した経験を有する者に限る。)

(7)沁年以上水道等の工事に関す

る技術上の実務に従事した経験を

有する者(5年以上水道の工事に

関する技術士の実務に従事した経

験を有する者に限る。)

(8)第1号又は第2号の卒業者で

あって、学校教育法に規定する大

学院の研究科においてi年以上衛

生工学若しくは水道工学に関する

課程を専攻した後、又は大学の専

攻科において衛生工学若しくは水

道工学に関する専攻を修了した

後、第1号の卒業者にあっては2

年以上、第2号の卒業者にあって

は3年以上水道等に関する技術上

校又は中等教育学校

において十木科

又はこれに相当する課程を修めて

卒業した後、7年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験

を有する者

(5)沁年以上水道の工事に関す

る技術上の実務に従事した経験を

有する者

(6)第1号又は第2号の卒業者で

あって、学校教育法に規定する大

学院の研究科において1年以上衛

生工学若しくは水道工学に関する

課程を専攻した後、又は大学の専

攻科において衛生工学若しくは水

道工学に関する専攻を修了した

後、第1号の卒業者にあってはi

年以上、第2号の卒業者にあって

は2年以上水道に関する技術上の
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の実務に従事した経験を有するも

の(第i号の卒業者にあっては1

年以上、第2号の卒業者にあって

は三年6箇月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有す

るものに限る。)

(9)外国の学校において、第!号か

ら第6号まで

に規定する課程に相当する課程

を、それぞれ当該各号に

規定する学校において修得する程

度と同等以上に修得した後、それ

ぞれ当該各号に規定する最低経験

年数以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者

(それぞれ当該各号に規定する水

道等の最低経験年数の2分の!以

上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。)

(10)技術士法(昭和58年法律第25

号)第4条第1項の規定による第

2次試験のうち上下水道部門に合

格した者(選択科目として上水道

及び工業用水道を選択した者に限

る。)であって、1年以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの(6箇月以上水道

に関する技術士の実務に従事した

経験を有する者に限る。)

(ll)建設業法施行令(昭和31年政

令第273号)第34条第三項及び第2

実務に従事した経験を有するもの

(7)外国の学校において、第!号若

しくは第2号に規定する課程及び

学科目又は第3号若しくは第4号

に規定する課程に相当する課程又

は学科目を、それぞれ当該各号に

規定する学校において修得する程

度と同等以上に修得した後、それ

ぞれ当該各号に規定する最低経験

年数以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者

(8)技術士法(昭和58年法律第25

号)第4条第1項の規定による第

2次試験のうち上下水道部門に合

格した者(選択科目として上水道

及び工業用水道を選択した者に限

る。)であって、1年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの
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項の規定による土木施工管理に係

る1級の技術検定に合格した者で

あって、3年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有

するもの(1年6箇月以上水道に

関する技術士の実務に従事した経

験を有する者に限る。)

2簡易水道事業(小規模水道事業を

含む。)の用に供する水道(以下「簡

易水道」という。)については、前項

第1号中「3年以上水道、工業用水

道、下水道、道路又は河川(以下この

項において「水道等」という。)に関

する技術上の実務に従事した経験を

有する者(1年6箇月以上水道に関

する技術士の実務に従事した経験を

有する者に限る。)」とあるのは「1

年6箇月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者」と、

同項第2号中「4年以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を

有する者2年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。)」とあるのは「2年以上

水道に関する技術.ヒの実務に従事し

た経験を有する者」と、同項第3号

中「5年以上水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者

(2年6箇月以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者

に限る。)」とあるのは「2年6箇月

以上水道に関する技術上の実務に従

2簡易水道事業(小規模水道事業を

含む。)の用に供する水道(以下「簡

易水道」という。)については、前項

第1号中「2年以上」とあるのは「1

年以上」と、同項第2号中「3年以

上」とあるのは「1年6箇月以上」

と、同項第3号中「5年以上」とある

のは「2年6箇月以上」と、同項第4

号中「7年以上」とあるのは「3年6

箇月以上」と、同項第5号中「10年以

上」とあるのは「5年以上」と、同項

第6号中「第1号の卒業者にあって

は!年以上」とあるのは「第!号の

卒業者にあっては6箇月以上」と、

「2年以上」とあるのは「1年以上」

と、同項第7号中「最低経験年数以

上」とあるのは「最低経験年数の2

分の1以.ヒ」と、同項第8号中「1年

以上」とあるのは「6箇月以上」
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事した経験を有する者」と、同項第

4号中「6年以上水道等に関する技

術上の実務に従事した経験を有する

者(3年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限

る。)」とあるのは「3年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験

を有する者」と、同項第5号中「7年

以上水道等に関する技術士の実務に

従事した経験を有する者(3年6箇

月以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。)」

とあるのは「3年6箇月以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験

を有する者」と、同項第6号中「8年

以上水道等に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者(4年以上

水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。)」とある

のは「4年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者」

と、同項第7号中「!0年以上水道等

の工事に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者(5年以上水道

の工事に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。)」とあ

るのは「5年以上水道の工事に関す

る技術士の実務に従事した経験を有

する者」と、同項第8号申「2年以

上、第2号の卒業者にあっては3年

以上水道等に関する技術上の実務に

従事した経験を有するもの(第1号
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の卒業者にあっては1年以上、第2

号の卒業者にあっては1年6箇月以

上水道に関する技術士の実務に従事

した経験を有するものに限る。)」と

あるのは「1年以上、第2号の卒業

者にあっては1年6箇月以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験

を有するもの」と、同項第9号中「最

低経験年数以上水道等に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者

(それぞれ当該各号に規定する水道

等の最低経験年数の2分の!以上水

道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。)」とあるの

は「水道等の最低経験年数の2分の

1以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者」と、同項

第IO号中「1年以上水道等に関する

技術上の実務に従事した経験を有す

るもの(6箇月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。)」とあるのは「6箇月以

上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有するもの」と、同項第

H号中「3年以上水道等に関する技

術上の実務に従事した経験を有する

もの(1年6箇月以上水道に関する

技術士の実務に従事した経験を有す

る者に限る。)」とあるのは「1年6

箇月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有するもの」とそ

れぞれ読み替えるものとする。

とそ

れぞれ読み替えるものとする。
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(水道技術管理者の資格)

第17条の3法第19条第3項に規定す

る条例で定める資格は、次のとおり

とする。

(!)前条第ま項第!号、第3号又は

第5号に規定する学校において土

木工学科若しくは土木科又はこれ

らに相当する課程を修めて卒業し

た後(学校教育法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了し

た後)、同項第1号に規定する学校

を卒業した者については3年以

上、同項第3号に規定する学校を

卒業した者同法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了し

た者)については5年以上、同項第

5号に規定する学校を卒業した者

については7年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有

する者

(2)前条第!項第!号、第3号又は

第5号に規定する学校において

工学、理学、農学、医

学若しくは薬学の課程又はこれら

に相当する課程(土木工学科及び

土木科並びにこれらに相嘉する課

程を除く。)を修めて卒業した後

(学校教育法に規定する専門職大

学の前期課程にあっては、修了し

た後)、同項第1号に規定する学校

を卒業した者にあっては4年以

上、同項第3号に規定する学校を

(水道技術管理者の資格)

第17条の3法第19条第3項に規定す

る条例で定める資格は、次のとおり

とする。

(1)前条第!項に規定する資格を

有する者

(2)前条第!項第!号、第3号及び

第4号に規定する学校において土

木工学以外の工学、理学、農学、医

学若しくは薬学に関する学科目又

はこれらに相当する学科目

を修めて卒業した後

(学校教育法に規定する専門職大

学の前期課程にあっては、修了し

た後〉、同項第1号に規定する学校

を卒業した者にあっては4年以

上、同項第3号に規定する学校を
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卒業した者(同法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了し

た者)にあっては6年以上、同項第

5号に規定する学校を卒業した者

にあっては8年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有

する者

(3)(略)

(4)前条第1項第1号、第3号及び

第5号に規定する学校において、

工学、理学、農学、医学及び薬学に

関する課程並びにこれらに相当

する課程以外の課程を修めて

卒業した(当該課程を修めて学

校教育法に規定する専門職大学の

前期課程(以下この号において「専

門職大学前期課程」という。)を修

了した場合を含む。)後、同項第1

号に規定する学校の卒業者にあっ

ては5年以上、同項第3号に規定

する学校の卒業者(専門職大学前

期課程の修了者を含む。次号にお

いて同じ。)にあっては7年以上、

同項第5号に規定する学校の卒業

者にあっては9年以上水道に関す

る技術士の実務に従事した経験を

有する者

(5)外国の学校において、第1号若

しくは第2号に規定する課程又

は前号に規定する課程に相当す

る課程を、それぞれ当該各号に

規定する学校において修得する程

卒業した者(同法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了し

た者)にあっては6年以上、同項第

4号に規定する学校を卒業した者

にあっては8年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有

する者

(3)(略)

(4)前条第1項第1号、第3号及び

第4号に規定する学校において、

工学、理学、農学、医学及び薬学に

関する学科目並びにこれらに相当

する学科目以外の学科目を修めて

卒業した(当該学科目を修めて学

校教育法に規定する専門職大学の

前期課程(以下この号において「専

門職大学前期課程」という。)を修

了した場合を含む。)後、同項第三

号に規定する学校の卒業者にあっ

ては5年以上、同項第3号に規定

する学校の卒業者(専門職大学前

期課程の修了者を含む。次号にお

いて同じ。)にあっては7年以上、

同項第4号に規定する学校の卒業

者にあっては9年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を

有する者

(5)外国の学校において、第2号

に規定する学科目又

は前号に規定する学科目に相当す

る学科目を、それぞれ当該各号に

規定する学校において修得する程
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度と同等以上に修得した後、それ

ぞれ当該各号の卒業者ごとに規定

する最低経験年数以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を

有する者

(6)(略)

(7)技術士法第4条第1項の規定

による第2次試験のうち上下水道

部門に合格した者(選択科目とし

て上水道及び工業用水道を選択し

た者に限る。)であって、1年以上

水道に関する技術士の実務に従事

した経験を有するもの

8)建設業法施行令第34条第!項

及び第2項の規定による土木施工

管理に係る1級の技術検定に合格

した者であって、3年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの

2簡易水道については、前項第1号

中「3年以.ヒ」とあるのは「1年6箇

月以上」と、「5年以上」とあるのは

「2年6箇月以上」と、「7年以上」

とあるのは「3年6箇月以上」と、同

項第2号中「4年以上」とあるのは

「2年以上」と、「6年以上」とある

のは「3年以上」と、「8年以上」と

あるのは「4年以上」と、同項第3号

中「10年以上」とあるのは「5年以上」

と、同項第4号中「5年以上」とある

のは「2年6箇月以上」と、「7年以

上」とあるのは「3年6箇月以上」と、

度と同等以上に修得した後、それ

ぞれ当該各号の卒業者ごとに規定

する最低経験年数以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を

有する者

(6)(略)

2簡易水道については、前項第1号

中「前条第1項」とあるのは「前条第

2項」

と、同

項第2号中「4年以上」とあるのは

「2年以上」と、「6年以上」とある

のは「3年以上」と、「8年以上」と

あるのは「4年以上」と、同項第3号

中「10年以上」とあるのは「5年以上」

と、同項第4号中「5年以上」とある

のは「2年6箇月以上」と、「7年以

上」とあるのは「3年6箇月以上」と、
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  「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の!以上」と、同項第7号中「!「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の!以上」
  年以上」とあるのは「6箇月以上」と、

  同項第8号中「3年以上」とあるのは

  「!年6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。とそれぞれ読み替えるものとする。
(長岡市水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条長岡市水道条例の一部を改正する条例(平成31年長岡市条例第17号)の

一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分(以下「改正前部分」という。)

及び当該改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分(以

下「改正後部分」という。)について、改正前部分及び改正後部分に字句が記さ

れている場合は改正前部分に記された字句を改正後部分に記された字句に改め

るものとする。

  改正後改正前

  附則附則

  1(略)1(略)

  (経過措置)(経過措置)

  2平成31年4月!日前に行われた技2平成31年4月!日前に行われた技

  術士法(昭和58年法律第25号)第4条術士法(昭和58年法律第25号)第4条

  第1項の規定による第二次試験のう第1項の規定による第二次試験のう

  ち上下水道部門に係るものに合格しち上下水道部門に係るものに合格し

  た者であって、選択科目として水道た者であって、選択科目として水道

  環境を選択したものは、改正後の長環境を選択したものは、改正後の長

  岡市水道条例(以下「新条例」とい岡市水道条例(以下「新条例」とい

  う。)第17条の2第1項第10号及び第う。)第17条の2第1項第8号

  17条の3第1項第7号の適用についの適用につい

  ては、同法第4条第!項の規定によては、同法第4条第!項の規定によ
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る第二次試験のうち上下水道部門に

係るものに合格した者であって、選

択科目として上水道及び工業用水道

を選択したものとみなす。

3・4(略)

る第二次試験のうち上下水道部門に

係るものに合格した者であって、選

択科目として上水道及び工業用水道

を選択したものとみなす。

3・4(略)

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第/27号

市道路縛変更及び廃〆
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      今井町字橋西447番1地先3.5～9。2図2ア～イ

      旧宮内24号線大嘗町字堤外150番3地先458.9

      今井三丁目144番3地先3.5～20.1図2ウ～イ/308.Om延長1      新宮内24号線大宮町字堤外150番3地先766.9

      寺泊ニノ関2236番1地先1.9～24.5図5ア～イ
      10寺泊32号線寺泊吉字分ヶ田203番1地先8,094.7

      寺泊ニノ関2236番!地先3.3～2!.2図5ア～ウ(i,339.7m廃1L)      新寺泊32号線寺泊引岡字五々穴794番地先6,755.0

      寺泊引岡字雨乞山1368番4地先5.0～19.0図6ア～イ
      旧寺泊175号線寺泊引岡字信安166番3地先1,426.7

      寺泊引岡字雨乞山1368番4地先5.0～25.2図6ア～ウ〔59.Om認定)      新寺泊175号線寺泊引岡字信安223番2地先1,485.7

      寺泊引岡字五々穴799番1地先3.5-!3.8図5エ～オ
      旧寺泊!76号線寺泊引岡字信安223番!地先!,528.9

      寺泊引岡字五々穴799番1地先4.4～24.5図5エ～イ(830.Om認定)      新寺泊176号線寺泊音字分ヶ田203番1地先2,358.9

      寺泊引岡字五々穴794番地先2.7～9.7図6エ～オ
      旧寺泊188号線寺泊戸崎字'ヒ手下7!番地先!,273.9

      寺泊引岡字五々穴794番地先3.0～9.7図6エ～カ(281.9m廃止)      新寺泊!88号線寺泊戸崎字十手下40番1地先992.0

122



変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊戸崎字大道上356番地先2.5～4。0図6キ～ク

      旧寺泊2!0号線寺泊戸崎字大道下400番地先779.2

      寺泊戸崎掌大道上356番地先2.5-4.0図6キ～ケ/140.Om廃止1      新寺泊210号線寺泊戸崎掌大道下412番地先639.2

      寺泊戸崎掌大道上330番地先2.7～4.2図6コ～サ
      10寺泊211号線寺泊戸崎字大道下488番地先687.3

      寺泊戸崎字大道上330番地先2.7～3.7図6コ～シ(230.Om廃1ヒ)      新寺泊211母線寺泊戸崎掌大道下456番地先457.3

      寺泊大地字五十刈93番地先2.2～6.3図4ア～イ
      旧寺泊231号線寺泊大地字下剤596番地先709.0

      寺泊大地字五十刈93番地先2.2～4.0図4ア～ウ(285.Om廃止)      新寺泊231号線寺泊大地字中使面1096番3地先424.0

      寺泊大地字中使面409番2地先2.2～6。0図4エ～オ
      旧寺泊233号線寺泊京ケ入字居前33番1地先637.1

      寺泊京ケ入字居前!89番地先3.0～5.0図4カ～キ(228.im廃IL)      新寺泊233号線寺泊京ケ入学居前211番1地先409.0

      寺泊京ケ入牢居前84番地先3.2～7.6図7ア～イ
      旧寺泊245号線寺泊京ケ入宇宙ノ下396番1地先258.9

      寺泊京ケ入字居前84番地先3.2～7.6図7ア～ウ(221.Om認定)      新寺泊245号線寺泊京ケ入字居前79番1地先479.9
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊京ケ入字居前84番地先3.6～19.5図7ウ～エ

      旧寺泊247号線寺泊中曽根字上浜割516番地先1,825.1

      寺泊当新田字中沢818番地先4.3～19.5図7オ～エ(i,807.1m廃止)      新寺泊247号線寺泊中曽根字上浜割516番地先18.0

      寺泊本山字舞台島228番3地先2.3～12.5図4ク～ケ
      10寺泊254号線寺泊京ケ入字居肖お27番地先580.0

      寺泊本山字舞台島228番3地先2.3～!2.5図4ク～コ(342.Om廃1ヒ)      新寺泊254母線寺泊本弁字居村前239番地先238.0

      寺泊本弁字居村前300番地先3.0～5.5図4サ～シ
      旧寺泊255号線寺泊京ケ大字居前282番1地先350.6

      寺泊京ケ入学居前280番地先3.0～4.8図4ス～シ(323.6m廃止)      新寺泊255号線寺泊京ケ人字居前282番1地先27.0

      寺泊本山字居村前607番地先1.9～3。2図7カ～キ
      旧寺泊256号線寺泊本弁字居村前!75番地先231.3

      寺泊本山字居村前607番地先1.9～3.6図7カ～ク(203.3m廃IL)      新寺泊256号線寺泊本山字七十歩132番地先28.0

      寺泊本山字居村前694番1地先3.6～5.7図7ケ～コ
      旧寺泊260号線寺泊当新田字半出し642番地先!,307.3

      寺泊本山字居村前694番1地先3.6～5.0図7ケ～サ(i,028.3m廃止)      新寺泊260号線寺泊本弁字居村前22番地先279.0
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊本弁字居村前337番地先2.5～5。5図7シ～ス

      旧寺泊261号線寺泊当新田字八反割1745番地先691.9

      寺泊本弁字居村前337番地先2.7-5.2図7シ～セ/655.9m廃止1      新寺泊261号線寺泊本弁字居村前7番地先36.0

      寺泊本弁字屠村前373番地先2.5～5.2図7ソ～タ
      10寺泊262号線寺泊川崎字八反割古田269番地先737.7

      寺泊本弁字居村前373番地先2.5～5.2図7ソ～チ(709.7m廃1ヒ)      新寺泊262母線寺泊本弁字居村前663番1地先28.0

      寺泊戸崎字切替512番1地先2.4～5.3図7ツ～テ
      旧寺泊265号線寺泊川崎字居村中126番1地先159.2

      寺泊川崎字居村中127番1地先2.4～3.5図7ト～テ(127.2m廃止)      新寺泊265号線寺泊川崎字居村中126番1地先32.0

      寺泊下曽根字吉開338番地先2.2～4。2図7ナ～二
      旧寺泊269号線寺泊下曽根字居下!28番地先664.2

      寺泊下曽根字古開300番地先2.2～5.2図7ヌ～二(132.Om認定)      新寺泊269号線寺泊下曽根字居下128番地先796.2

      寺泊下曽根字小潟12番地先3.0～9.8図7ネ～ノ
      旧寺泊274号線寺泊下曽根字小潟20番地先271.3

      寺泊下曽根字小潟774番地先3.0～6.0図7ハ～ノ(201.3m廃止)      新寺泊274号線寺泊下曽根字小潟20番地先70.0
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊中曽根字上向368番1地先2.5～4。3図8ア～イ

      旧寺泊279号線寺泊当新田字中曽根浦338番i地先427.9

      寺泊中曽根字上向368番1地先2.5-8.0図8ア～ウ/377.9m廃止1      新寺泊279号線寺泊中曽根字中浜37番地先50.0

      寺泊中曽根字中浜49番地先3.4～6.0図8エ～オ
      10寺泊280号線寺泊中曽根字中浜4!番地先94.9

      寺泊中曽根字中浜49番地先4.0～6.0図8エ～カ(4Lgm廃ID      新寺泊280母線寺泊中曽根宇中浜49番地先53.0

      寺泊中曽根字中浜367番1地先2.8～6.1図8キ～ク
      旧寺泊282号線寺泊中曽根字中浜362番地先83.1

      寺泊中曹根芋中浜367番1地先2.8～5.0図8キ～ケ〔29.lm廃止)      新寺泊282号線寺泊中曽根字中浜364番地先54.0

      寺泊蛇塚字居村浦!38番地先2.7～7。0図7ヒ～フ
      旧寺泊288号線寺泊蛇塚字居箭234番2地先542.9

      寺泊蛇塚字居村浦517番地先2.7～4.2図7へ～フ(389.9m廃IL)      新寺泊288号線寺泊蛇塚字居前234番2地先153.0

      寺泊川崎字居村前82番1地先3.5～9.3図7ホ～マ
      旧寺泊292号線寺泊当新田字八反割1634番2地先!,605.3

      寺泊戸崎字切替519番地先5.0～9.3図7ミ～ム(344.7m認定)      新寺泊292号線寺泊当新田字山下!042番i地先!,950.0
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊当新田字山下1042番i地先2.!～3。7図7メ～モ

      旧寺泊294号線寺泊当新田字遠矢ケ崎71番地先62.9

      寺泊当新田字山下1042番i地先2.1-5.4図7メ～マ〔39.7m認定)      新寺泊294号線寺泊当新田字八反割1634番2地先102.6

      寺泊下曽根学外畑189番地先3.1～12.6図7ヤ～ユ
      10寺泊300号線寺泊当新田字中沢8!6番1地先!,012.5

      寺泊当新田字中沢8!4番2地先5.1～22.0図7ヨ～ユ(950.5m廃1ヒ)      新寺泊300母線寺泊当新田宇中沢816番1地先62.0

      寺泊夏置字川西763番1地先3.2～5.6図9ア～イ
      旧寺泊335号線寺泊夏戸字川西746番地先102.1

      寺泊夏臣僕川西763番1地先2.7～3.0図9ア～ウ〔84.lm廃止)      新寺泊335号線寺泊夏戸字川西764番1地先18.0

      寺泊夏戸字川西670番地先2.0～4。6図9エ～オ
      旧寺泊339号線寺泊夏戸字川西713番地先247.7

      寺泊夏戸字川西709番!地先2.0～3.2図9カ～オ(172.7m廃IL)      新寺泊339号線寺泊夏戸字川西713番75.0

      寺泊夏戸字川西807番1地先2.0～3.9図9キ～ク
      旧寺泊341号線寺泊夏戸字川西834番地先246.6

      寺泊夏戸字川ll賂07番1地先2.5～5.8図9キ～ケ(176.6m廃止)      新寺泊341号線寺泊夏戸字川西825番地先70.0
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊夏戸字川西799番1地先2.3～8。3図9コ～サ

      旧寺泊343号線寺泊夏戸字吉竹2358番1地先1,748.0

      寺泊夏戸字吉竹2182番地先2.8～10.3図9シ～サ(i,518.Om廃止)      新寺泊343号線寺泊夏戸字青竹2358番1地先230.O

      寺泊夏算学吉竹2741番1地先2.3～5.7図9ス～セ
      10寺泊354号線寺泊夏戸字吉竹2275番地先122.3

      寺泊夏戸字吉竹274!番1地先2.7～5.7図9ス～ソ(59.3m廃ID      新寺泊354母線寺泊夏戸字吉竹2276番地先63.0

      寺泊年友字中村537番1地先2.1～5.5図3ア～イ
      旧寺泊364号線寺泊年友竿竹ノ沢328番地先213.8

      寺泊年友字竹ノ沢321番3地先2.1～7.4図3ウ～イ〔88.8m廃止)      新寺泊364号線寺泊年友竿竹ノ沢328番地先125.0

      寺泊年友字中村1457番1地先2.0～5。!図3エ～オ
      旧寺泊365号線寺泊年友字竹ノ沢312番地先269.9

      寺泊年友字竹ノ沢309番2地先2.0～5.!図3カ～オ(204.9m廃IL)      新寺泊365号線寺泊年友字竹ノ沢312番地先65.0

      寺泊年友竹ノ沢247番1地先2.0～9.1図3キ～ク
      旧寺泊368号線寺泊年友字中村610番地先167.9

      寺泊年友竹ノ沢247番1地先3.0～9.1図3キ～ケ(l12.9m廃止)      新寺泊368号線寺泊年友竹ノ沢243番2地先55.0
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊年友字竹ノ沢231番1地先2.0～6。7図3コ～サ

      旧寺泊371号線寺泊年友字外谷地15番地先148.3

      寺泊年友字外谷地12番地先2.0-6.7図3シ～サ〔28.3m廃止)      新寺泊371号線寺泊年友字外谷地15番地先120.O

      寺泊新長字居敷添398番8地先2.8～9.0図8コ～サ
      10寺泊455号線寺泊新長字屋敷添387番地先695.6

      寺泊新長字屋敷田390番2地先2.8～9.0図8シ～サ(64.Om認定)      新寺泊455母線寺泊新長字屋敷添387番地先759.6

      寺泊新長字崖敷田393番1地先2.5～4.5図8ス～セ
      旧寺泊458号線寺泊小豆曽根字草薙280番地先305.1

      寺泊小豆瞥根芋草薙152番地先2.5～3.2図8ソ～セ(252.im廃止)      新寺泊458号線寺泊小豆曽根字草薙280番地先53.0

      寺泊新長字草薙154番地先2.2～8。0図8タ～チ
      旧寺泊460号線寺泊新長字屋敷添411番地先200.2

      寺泊新長字屋敷添382番1地先2.2～8.0図8ツ～チ!69.2m廃1ヒ)      新寺泊460号線寺泊新長字屋敷添411番地先131.0

      寺泊新長字屋敷添407番地先2.2～28.5図8テ～ト
      旧寺泊461号線寺泊新長字三番割997番地先680.0

      寺泊新長字屋敷添407番地先2.2～3.5図8テ～ナ(624.Om廃止)      新寺泊461号線寺泊新長字屋敷添405番地先56.0
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変 更

調 室
日

      起点幅員(m)

      旧新別路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
      寺泊新長字苗代538番地先2.5～8。0図8二1～ヌ

      旧寺泊464号線寺泊新長字諏訪山180番1地先1,112.0

      寺泊新長字苗代538番地先3.5-8.0図8二～ネ/67LOm廃止1      新寺泊464号線寺泊新長字三番割1043番2地先441.O

      寺泊新長字二番割942番1地先3.5～8.8図8ノ～ハ
      10寺泊465号線寺泊小豆曽根字諏訪髄239番地先645.5

      寺泊新長字諏訪山!80番2地先3.5～!!.1図8ヒ～ハ(380.5m廃1ヒ)      新寺泊465母線寺泊小豆曽根字諏訪前239番地先265.0
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廃

止 調 室
日

     起点幅員(趾)

     路線名終点重要な経過地延長(盤1)摘要
     寺泊引岡字山崎2}6番地先2.9-5.4図12

     寺泊177号線寺泊引岡字山崎269番地先!02.0
     寺泊引岡字山崎425番1地先3.8～5.0図12

     寺泊178号線寺泊引岡宇山崎433番地先151.3
     寺泊引岡字山崎465番地先2.7-3.9図12

     寺泊180号線寺泊引岡字山崎481番地先211.7
     寺泊引岡字山崎491番地先3.2-6.1図12

     寺泊181号線寺泊引同字山崎503番地先113.0
     寺泊引岡字山崎523番地先2.8～ll.5図12

     寺泊183号線寺泊引岡字山崎540番!地先244.6
     寺泊引岡字山崎586番1地先2.3～10.6図12

     寺泊184号線寺泊引岡字五々穴606番1地先187.0
     寺泊引岡字五々穴628番地先4.0～6.6図12

     寺泊185号線寺泊引同字五々穴684番3地先96.6
     寺泊引岡宇大渕869番地先2.7～2.8図12

     寺泊186号線寺泊戸崎字人道上276番地先125.1
     寺泊引岡字大渕85!番!地先2.8～6.2図12

     寺泊187号線寺泊引岡字大渕858番地先!36.8
     寺泊引同字大渕833番地先2.1～3.0図12

     寺泊189号線寺泊引岡字大渕843番地先139.5
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廃

止 調 室
日

     起点幅員(趾)

     路線名終点重要な経過地延長(盤1)摘要
     寺泊引岡字大渕805番地先3.1-4.4図12

     寺泊190号線寺泊引岡字大渕801番地先250.3
     寺泊引岡字山崎583番地先9.9-28.2図12

     寺泊192号線寺泊引岡宇山崎574番1地先194.8
     寺泊戸崎宇土手下6番地先2.7-3.8図12

     寺泊196号線寺泊戸崎宇土手下12番1地先90.5
     寺泊戸崎字土手ド17番地先2.4-2.7図12

     寺泊197号線寺泊戸崎宇土手下22番1地先79.8
     寺泊戸崎字舟山2i4番地先3.0図12

     寺泊202号線寺泊戸崎字舟山!96番地先82.7
     寺泊戸崎字上手下35番地先2.2～3.8図12

     寺泊203号線寺泊戸崎字土手下娼番1地先159.1
     寺泊戸崎字土手下40番1地先3.4～4.5図12

     寺泊204号線寺泊戸崎宇土手下88番地先261.8
     寺泊戸崎宇舟山261番地先2.7～4.2図!2

     寺泊205号線寺泊戸崎宇土手下99番2地先468.6
     寺泊大地字中使面407番地先2.5～3.7図10

     寺泊232号線寺泊大地字五十刈98番地先!!9.6
     寺泊京ケ入事居前210番地先2.2～5.8図10

     寺泊234号線寺泊大地字下割599番地先335.3
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廃

止 調 室
日

     起点幅員(趾)

     路線名終点重要な経過地延長(盤1)摘要
     寺泊箕輪9225番6地先2.3-4.0図10

     寺泊237号線寺泊本弁字居村前543番地先430.0
     寺泊箕輪9214番1地先2.5～4.5図10

     寺泊238号線寺泊箕輪9216番4地先319.2
     寺泊当新田字弁天様前1230番地先3.0-4.0図10

     寺泊248号線寺泊京ケ入字筥ノ下540番地先690.0
     寺泊当新田字弁天様前1266番地先2.5-6.9図10

     寺泊257号線寺泊京ケ入学宮ノ下366番地先334.7
     寺泊本弁字居村前168番地先2.5～6.5図10

     寺泊258号線寺泊当新出字弁天様前1229番地先502.5
     寺泊本弁字居村前101番地先2.7～10.1図11

     寺泊259号線寺泊中曽根字上辻下527番地先1,341.3
     寺泊申曽根字中浜!3番地先3.0～5.0図11

     寺泊277号線寺泊蛇塚字居村浦83番地先637.7
     寺泊蛇塚宇居村浦131番地先3.2～4.3図1!

     寺泊278号線寺泊当新田字中曽根浦388番1地先608.5
     寺泊巾曽根字ド浜割433番地先4.0～9.0図11

     寺泊28!号線寺泊当新田字中曽根浦263番地先404.0
     寺泊蛇塚字居村浦155番地先2.3～4.0図11

     寺泊287号線寺泊蛇塚字居村浦509番地先349.8

133



廃

止 調 室
日

     起点幅員(趾)

     路線名終点重要な経過地延長(盤1)摘要
     寺泊当新田字弁天様前1377番地先4.0-5.3図10

     寺泊293号線寺泊当新田字山下1068番1地先571.8
     寺泊当新田字反割84番地先5.0図1!

     寺泊295号線寺泊当新田字反割180番地先115.3
     寺泊当新田字反割166番地先3.6-5.0図11

     寺泊296号線寺泊当新田字山下989番地先169.9
     寺泊当新田字反割212番地先2.4-3.6図11

     寺泊297号線寺泊当新田字反割182番地先317.7
     寺泊当新田字反割245番地先4.5～6.0図1!

     寺泊298号線寺泊当新出字反割233番2地先206.0
     寺泊下曽根字吉開265番地先2.6～4.1図11

     寺泊299号線寺泊当新田字六反割874番地先839.2
     寺泊ド曽根字'吉開337番地先3.5～5.0図11

     寺泊30!号線寺泊当新田字中沢762番1地先724.2
     寺泊当新田字半出し670番地先1.8～3.2図1!

     寺泊302号線寺泊当新田字半出し661番地先140.2
     寺泊夏戸字川面728番地先3.6～4.4図13

     寺泊336号線寺泊夏戸字川面749番!地先!58.6
     寺泊夏戸字川西650番地先2.0～4.6図13

     寺泊340号線寺泊夏戸字川西7i6番地先247.7
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廃

止 調 室
日

     起点幅員(趾)

     路線名終点重要な経過地延長(盤1)摘要
     寺泊夏戸字川酋836番地先1.8-3.9図13

     寺泊342号線寺泊夏戸字川西865番地先!68.0
     寺泊夏戸字川西896番地先3.7～4.6図13

     寺泊344号線寺泊奥戸宇川西892番地先170.6
     寺泊夏戸字川西9i5番地先2.5-6.6図13

     寺泊345号線寺泊夏戸字川西9M番地先164.2
     寺泊大和田字吉竹210番地先3.3-6.0図13

     寺泊346号線寺泊大和田字吉竹180番地先113.0
     寺泊夏芦字川西2806番1地先2.0～4.0図13

     寺泊347号線寺泊夏戸字川茜!620番2地先549.!
     寺泊大和田字吉竹155番地先2.1～4.7図13

     寺泊349号線寺泊大和田字吉竹131番地先97.9
     寺泊大和田字吉竹87番1地先2.0～6.1図13

     寺泊35!号線寺泊夏戸字吉竹1955番地先191.1

     寺泊年友宇中村584番1地先3.4～6.3図3ス～セ
     寺泊366号線寺泊年友字中村576番1地先168.6

     寺泊年友字中村584番!地先!.5～4.3図3ソータ
     寺泊367号線寺・泊年友字竹ノ沢23!番!地先5!2.!

     寺泊年友字中村6i4番地先2.2～4.5図3チーツ
     寺泊369号線寺泊年友字中村6i7番地先63.1
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廃

止 調 室
日

     起点幅員(趾)

     路線名終点重要な経過地延長(盤1)摘要
     寺泊新長字草薙139番1地先2.7-3.0図11

     寺泊459号線寺泊新長字草薙130番地先217.8
     寺泊新長字一番割796番地先3.8～8.9図1!

     寺泊463号線寺泊新長宇二番割923番地先274.4
     寺泊鰐口字前諏訪山646番地先2.7-8.0図12

     寺泊510号線寺泊鰐口字前諏訪山646番地先31.8
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議案第128号

契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

    工事名工事内容契約金額契約の相手方

    長岡市表町1丁目

    3番地4

    長岡北部地域斎場(仮称)斎場敷地及び道路造成一式229,548,000円しなの・越後交通工業・白井組長岡
    造成工事調整池整備一式北部地域斎場(仮

    称)造成特定共同

    企業体
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議案第129号

契約の締結について

次のとおり工事請負契約を変更する。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

    工事名工事内容契約金額契約の相手方

    道路新設

    延長769.7m

    幅員9.O～9.5m

    変更前
    長岡市表町1丁目

    掘削工(28,500㎡)変更前

    道路新設工事路体盛土工(22,524㎡)308,32!,783円3番地4
    (市道二和排水構造物工(1,940m)しなの・晴耕舎・
    160号線ほか)函渠工(22m)変更後氣輪5道建S第1

    号道路新設特定共
    389,285,600円

    同企業体
    変更後

    掘削工(30,830㎡)

    路体盛十王(24,764㎡)

    排水構造物工(1,816m)

    函渠工(22m)
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議案第130号

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、新潟県市町

村総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸
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新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

新潟県市町村総合事務組合規約(平成16年総行市第30号許可)の一部を次のよ

うに変更する。

別表第2の2の項及び3の項中「糸魚川市」の次に「、妙高市」を加える。

附則

この規約は、令和7年4月1日から施行する。
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議案第131号

指定管理者の指定について

地方自治法(掻召矛022聯第67号)第244条の2第6項の規定によ})・指定管理
者を次のとおり指定する。

令和6年!1月29日提出

長岡市長 磯田達伸

施設の名称

指定する団体

指定の期間

長岡市高齢者センターとちお

株式会社共立ソリューションズ

令和7年4月1日から令和!2年3月31日まで
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議案第132号

指定管理者の指定について

地方自治法(掻召矛022聯第67号)第244条の2第6項の規定によ})・指定管理
者を次のとおり指定する。

令和6年!1月29日提出

長岡市長 磯田達伸

施設の名称

指定する団体

指定の期間

長岡市ニュータウン運動公園

o

MCMフェニックスグルーフ

令和7年4月1日から令和!・年3月31日まで
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議案第133号

指定管理者の指定について

地方自治法(掻召矛022聯第67号)第244条の2第6項の規定によ})・指定管理
者を次のとおり指定する。

令和6年!1月29日提出

長岡市長 磯田達伸

施設の名称

指定する団体

指定の期間

長岡市希望が丘プール

ゆ

希望が丘スポーツ振興グルーフ

令和7年4月1日から令和!2年3月31日まで
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議案第134号

指定管理者の指定について

地方自治法(掻召矛022聯第67号)第244条の2第6項の規定によ})・指定管理
者を次のとおり指定する。

令和6年!1月29日提出

長岡市長 磯田達伸

施設の名称

指定する団体

指定の期間

長岡市営希望が丘テニス場

ゆ

希望が丘スポーツ振興グルーフ

令和7年4月1日から令和!2年3月31日まで
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議案第135号

指定管理者の指定について

地方自治法(掻召矛022聯第67号)第244条の2第6項の規定によ})・指定管理
者を次のとおり指定する。

令和6年!1月29日提出

長岡市長 磯田達伸

施設の名称

指定する団体

指定の期間

エコトピア寿

新生ビルテクノ株式会社小千谷支店

令和7年4月1日から令和!2年3月31日まで
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議案第136号

指定管理者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、指定管理

者を次のとおり指定する。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

  施設の名称旧機那サフラン酒製造本舗建造物及び秋山孝ポスター美術館長岡
  指定する団体ミライ発酵本舗株式会社

  指定の期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
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議案第137号

指定管理者の指定について

地方自治法(掻召矛022聯第67号)第244条の2第6項の規定によ})・指定管理
者を次のとおり指定する。

令和6年!1月29日提出

長岡市長 磯田達伸

施設の名称

指定する団体

指定の期間

長岡市和島オートキャンプ場

グリーン産業株式会社

令和7年4月1日から令和!・年3月31日まで
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議案第139号

指定管理者の指定について

地方自治法(掻召矛022聯第67号)第244条の2第6項の規定によ})・指定管理
者を次のとおり指定する。

令和6年!1月29日提出

長岡市長 磯田達伸

施設の名称

指定する団体

指定の期間

長岡市とちおファミリースキ場

栃尾施設管理合同会社

令和7年4月1日から令和!・年3月31日まで
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議案第140号

縦管理者の指定について

_去  一2第  '繹
者畝のとお々)縦する。

令和6年1酬提出磯田達伸
長岡市長

長岡市うまみち森林公園
施設の名称

グ叶漉業株式会社
指定する極体

令舌頭7年押目から令鱒3月31日まで
指定の期間
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議案第141号

指定管理者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、指定管理

者を次のとおり指定する。

令和6年11月29日提出

長岡市長 磯田達伸

  施設の名称長岡市営大手口駐車場、長岡市営表町駐車場、大手通り地下駐車場及び長岡市営長岡駅大手口北自転車駐車場
  指定する団体日本パーキング株式会社

  指定の期間令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
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議案第142号

縦管理者の指定について

轟離離鶴野  

令和6年1酬提出磯田達伸
長岡市長

長岡市東山ファミリーランド及 市営  
施設の名称

の

長岡東山フェニックスグルーフ
指定する極体

囎3年4月勲ら令和7年3酬まで

指定の期間麟3年4岬から令和8年3酬まで
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議案第143号

縦管理者の指定について

轟離離鶴野  

令和6年1酬提出磯田達伸
長岡市長

施設の名称

指定する極体

指定の期間

長岡市八方台いこいの森

の

長岡東山フェニックスグルーフ

囎3年4月勲ら令和7年3酬まで

麟3年4岬から令和8年3酬まで
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議案第144号

縦管理者の指定について

轟離離鶴野 り'繹
令和6年1酬提出磯田達伸

長岡市長

施設の名称

指定する極体

指定の期間

長岡繕スキ場

の

長岡東山フェニックスグルーフ

囎3年4月勲ら令和7年3酬まで

麟3年4岬から令和8年3酬まで
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議案第145号

縦管理者の指定について

轟離離鶴野  

令和6年1酬提出磯田達伸
長岡市長

施設の名称

指定する極体

指定の期間

長岡柿志醐スキ場

株式会榔古志観光開発公社

囎2年4月勲ら令和7年3酬まで

麟2年4岬から令和8年3酬まで
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議案第146号

縦管理者の指定について

轟離離鶴野  

令和6年1酬提出磯田達伸
長岡市長

施設の名称

指定する極体

指定の期間

長岡市自然櫃地四季の嚇

株式会榔古志観光開発公社

囎2年4月勲ら令和7年3酬まで

麟2年4岬から令和8年3酬まで
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